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第4章 第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 

4.1 1計画段階配慮事項の選定の結果 

4.1.1 計画段階配慮事項の選定 

本事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項（以下「計画段階配慮事項」という。）につ

いては、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段

階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項

目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保

全のための措置に関する指針等を定める省令」（平成 10 年通商産業省令第 54 号）（以下「発電

所アセス省令」という。）の別表第 6 及び第 13 においてその影響を受けるおそれがあるとされ

る環境要素に係る項目（以下「参考項目」という。）を勘案しつつ、本事業の事業特性及び地域

特性を踏まえ、表 4.1-1 のとおり重大な影響のおそれのある環境要素を選定した。 

「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会、平成

25 年）において、「計画熟度が低い段階では、工事の内容や期間が決定していないため予測評価

が実施できない場合もある。このような場合には、計画熟度が高まった段階で検討の対象とす

ることが望ましい。」とされている。 

現在、本事業の事業性の評価を検討している段階であり、「工事用資材等の搬出入」、「建設機

械の稼働及び造成等の施工による一時的な影響」に伴う工事中の環境影響については、その結

果を踏まえて風力発電機の機種や配置等を検討し、あわせて工事計画を具体的に策定していく

こととなる。そのため、現段階では工事計画の熟度が低いことから、計画段階配慮事項として

選定しないこととした。今後、事業計画の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて適切に調

査、予測及び評価の対象とする。 

なお、他事業との累積的な影響については、環境影響を受けるおそれのある事業を対象とし、

方法書以降の手続きの中で検討する。 
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表 4.1-1 計画段階配慮事項の選定 

                       影響要因の区分 

 

 

 

 

 

    環境要素の区分 

 
 

工事の実施 
土地又は工 
作物の存在 
及び供用 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成要

素の良好な状態の保

持を旨として調査、予

測及び評価されるべ

き環境要素 

大気環境 

大気質 
窒素酸化物      

粉じん等      

騒音及び 

超低周波音 
騒音及び超低周波音     ○ 

振 動 振 動      

水環境 
水 質 水の濁り      

底 質 有害物質      

その他の 

環境 

地形及び 

地質 
重要な地形及び地質      

その他 風車の影     ○ 

生物の多様性の確保

及び自然環境の体系

的保全を旨として調

査、予測及び評価され

るべき環境要素 

動 物 

重要な種及び注目すべき生息

地（海域に生息するものを除

く。） 

   ○ 

海域に生息する動物      

植 物 

重要な種及び重要な群落（海

域に生育するものを除く。） 
   ○  

海域に生育する植物      

生態系 地域を特徴づける生態系    ○ 

人と自然との豊かな

触れ合いの確保を旨

として調査、予測及び

評価されるべき環境

要素 

景 観 
主要な眺望点及び景観資源並

びに主要な眺望景観 
   ○  

人と自然との触れ合い 

の活動の場 

主要な人と自然との触れ合い

の活動の場 
     

環境への負荷の量の

程度により予測及び

評価されるべき環境

要素 

廃棄物等 
産業廃棄物      

残 土      

一般環境中の放射性

物質について調査、予

測及び評価されるべ

き環境要素 

放射線の量 放射線の量      

注：1.     は、「発電所アセス省令」第 21 条第 1 項第 6 号に定める「風力発電所 別表第 6」に示す参考項目であり、 

          は、同省令第 26 条の 2 第 1 項に定める「別表第 13」に示す放射性物質に係る参考項目である。 

2.「○」は、計画段階配慮事項として選定した項目を示す。 
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4.1.2 計画段階配慮事項の選定理由 

計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由は、表 4.1-2 のとおりである。 

なお「4.1.1 計画段階配慮事項の選定」のとおり、本配慮書においては工事の実施による影響

を対象としないこととした。選定しない理由を【参考】として次頁に示す。 

 

表 4.1-2 計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由 

（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 影響要因 選定 選定する理由又は選定しない理由 

大気環境 騒音及び 

超低周波音 

騒音及び 

超低周波音 

施設の稼働 ○ 事業実施想定区域周囲の配慮が特に必要な施設等に対

して、施設の稼働に伴う騒音及び超低周波音が影響を及

ぼす可能性があることから、重大な影響のおそれのある

環境要素として選定する。 

その他の 

環境 

地形及び

地質 

重要な地形 

及び地質 

地形改変及び 

施設の存在 

× 事業実施想定区域に重要な地形・地質が存在せず、重要

な地形及び地質が消失するおそれがないため、重大な影

響のおそれのある環境要素として選定しない。 

その他 風車の影 施設の稼働 ○ 事業実施想定区域周囲の配慮が特に必要な施設等に対

して、施設の稼働に伴う風車の影が影響を及ぼす可能性

があることから、重大な影響のおそれのある環境要素と

して選定する。 

動 物 重要な種及び注目すべ

き生息地（海域に生息

するものを除く。） 

地形改変及び 

施設の存在、 

施設の稼働 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、「環境省レッ

ドリスト 2020」の選定種等が確認されていることから、

重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。 

海域に生息する動物 地形改変及び 

施設の存在 

× 海域における地形改変は行わないことから影響がない

ことが明らかであるため、重大な影響のおそれのある環

境要素として選定しない。 

植 物 重要な種及び重要な群

落（海域に生育するも

のを除く。） 

地形改変及び 

施設の存在 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、「環境省レッ

ドリスト 2020」の選定種等が確認されていることから、

重大な影響のおそれのある環境要素として選定する。 

海域に生育する植物 地形改変及び 

施設の存在 

× 海域における地形改変は行わないことから影響がない

ことが明らかであるため、重大な影響のおそれのある環

境要素として選定しない。 

生態系 地域を特徴づける生態

系 

地形改変及び 

施設の存在、 

施設の稼働 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、重要な自然環

境のまとまりの場の存在が確認されていることから、重

大な影響のおそれのある環境要素として選定する。 

景 観 主要な眺望点及び景観

資源並びに主要な眺望

景観 

地形改変及び 

施設の存在 

○ 事業実施想定区域周囲の主要な眺望点に対して、新たな

施設の存在に伴う眺望景観の変化が想定されることか

ら、重大な影響のおそれのある環境要素として選定す

る。 

人と自然

との触れ

合いの活 

動の場 

主要な人と自然との触

れ合いの活動の場 

地形改変及び 

施設の存在 

× 事業実施想定区域に主要な人と自然との触れ合いの活

動の場（野外レクリエーション地等）が存在せず、人と

自然との触れ合いの活動の場が消失するおそれがない

ため、重大な影響のおそれのある環境要素として選定し

ない。 

注：1.「○」は選定した項目を示す。 

2.「×」は選定しなかった項目を示す。  
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【参考】 計画段階配慮事項として選定しない理由（工事の実施） 

環境要素 選定しない理由 

大気環境 大気質 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（発生土量、工事関係車両の走行台数

等）まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調整により建設工事

のピーク時における工事関係車両の台数を低減する等、実行可能な環境保全措

置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では

選定しない。 

騒音及び超低周

波音 

振 動 

水環境 水 質 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（改変区域、排水計画等）まで決まる

ような計画熟度にない。また、仮設沈砂池の設置等の土砂流出防止策を講じる

等、実行可能な環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能である

ことから、配慮書段階では選定しない。 

底 質 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（改変区域等）まで決まるような計画

熟度にないものの、水域における直接的な改変を行わない計画であることか

ら、配慮書段階では選定しない。 

動 物 重要な種及び注

目すべき生息地

（海域に生息す

るものを除く。） 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改変区域等）

まで決まるような計画熟度にない。また、土砂流出による生息環境の変化を低

減するため必要に応じて土砂流出防止策を講じる等、実行可能な環境保全措置

を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選

定しない。 

海域に生息する
動物 

本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。 

植 物 重要な種及び重

要な群落（海域

に生育するもの

を除く。） 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改変区域等）

まで決まるような計画熟度にない。また、事業に伴う造成を必要最小限にとど

め、重要な種及び群落への影響の回避又は低減に努める等、実行可能な環境保

全措置を講じることにより環境影響の回避又は低減が可能であることから、配

慮書段階では選定しない。 

海域に生育する

植物 

本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。 

生態系 地域を特徴づけ

る生態系 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（風力発電機の詳細配置、改変区域等）

まで決まるような計画熟度にない。また、土砂流出による生息環境の変化を低

減するため必要に応じて土砂流出防止策を講じる等、実行可能な環境保全措置

を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段階では選

定しない。 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場 

詳細設計に着手しておらず、工事計画等（発生土量、工事関係車両の走行台数

等）まで決まるような計画熟度にない。また、工事工程の調整により建設工事

のピーク時における工事関係車両の台数を低減し、主要な人と自然との触れ合

いの活動の場にアクセスする一般車両の利便性に配慮する等、実行可能な環境

保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書段

階では選定しない。 

廃棄物等 産業廃棄物 詳細設計に着手しておらず、工事計画等（産業廃棄物、残土の発生量）まで決

まるような計画熟度にない。また、産業廃棄物は可能な限り有効利用に努める、

土地の改変量の低減及び事業実施区域内における発生土の利用等、実行可能な

環境保全措置を講じることにより環境影響の低減が可能であることから、配慮

書段階では選定しない。 

残 土 

放射線の量 放射線の量 事業実施想定区域周辺においては、空間放射線量率の高い地域は確認されてお

らず、放射性物質が相当程度拡散又は流出するおそれがないことから選定しな

い。 
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4.2 調査、予測及び評価の手法 

選定した計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法は表 4.2-1、計画段階配慮事項の評

価方法の判断基準は表 4.2-2 のとおりである。 

なお、動物及び植物については、文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情報もある

ことから、専門家等へのヒアリングも実施することとした。 

 

表 4.2-1(1) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査手法 予測手法 評価手法 

大

気

環

境 

騒音及 

び超低 

周波音 

騒音及び 

超低周波音 

配慮が特に必要な施設等
の状況を文献その他の資
料により調査した。また、
騒音に係る環境基準の類
型指定の状況についても
調査した。 

事業実施想定区域と配慮
が特に必要な施設等との
位置関係（最短距離）を整
理し、事業実施想定区域か
ら 2.0km※1の範囲について
0.5km 間隔で配慮が特に必
要な施設等の戸数を整理
した。 

予測結果を基に、重大な環
境影響が実行可能な範囲
内で回避又は低減されて
いるかを評価した。 

そ

の

他

の

環

境 

その他 風車の影 配慮が特に必要な施設等
の状況を文献その他の資
料により調査した。 

事業実施想定区域と配慮
が特に必要な施設等との
位置関係（最短距離）を整
理し、事業実施想定区域か
ら 2.0km※2の範囲について
0.5km 間隔で配慮が特に必
要な施設等の戸数を整理
した。 

予測結果を基に、重大な環
境影響が実行可能な範囲
内で回避又は低減されて
いるかを評価した。 

動 物 重要な種及び注

目すべき生息地

（海域に生息す

るものを除く。） 

動物の重要な種の生息状

況及び注目すべき生息地

の分布状況について、文献

その他の資料及び専門家

等へのヒアリングにより

調査した。 

 

文献その他の資料調査結

果及び専門家等へのヒア

リング結果から、各種の生

態特性等を基に、生息環境

を整理した。これらを踏ま

え、直接改変による生息環

境の変化に伴う影響につ

いて予測した。 

予測結果を基に、重大な影

響が実行可能な範囲内で

できる限り回避又は低減

されているかを評価した。 

  

 
※1「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25年）によると、国内の先行実施

モデル事業における検討事例において、2.0km以内に存在する影響対象（住宅等）を 500mごとに整理する予測方法が

採用されている。また、「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（風力発電施設から発生する騒音等の

評価手法に関する検討会、平成 28年）によると、住居等、風車騒音により人の生活環境に環境影響を与えるおそれが

ある地域に関して、「発電所アセス省令では、発電所一般において環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、

事業実施想定区域及びその周囲 1kmの範囲内としている。」と記載されている。 

以上を踏まえ、配慮書段階では安全側として 2.0kmの範囲を設定した。 
※2「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25年）における、海外のアセス事

例の予測範囲より最大値を設定した。 
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表 4.2-1(2) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査手法 予測手法 評価手法 

植 物 重要な種及び重

要な群落（海域に

生育するものを

除く。） 

植物及び植物群落の分

布状況について、文献そ

の他の資料及び専門家

等へのヒアリングによ

り調査した。 

事業実施想定区域と植物の重

要な種の生育環境、重要な植物

群落及び巨樹・巨木林の重ね合

わせにより、直接的な改変の有

無による生育環境の変化に伴

う影響を整理した。 

予測結果を基に、重大な影

響が実行可能な範囲内で

できる限り回避又は低減

されているかを評価した。 

生態系 地域を特徴づけ

る生態系 

重要な自然環境のまと

まりの場の分布状況に

ついて、文献その他の資

料により調査した。 

事業実施想定区域と重要な自

然環境のまとまりの場の重ね

合わせにより、直接的な改変の

有無及び施設の稼働に伴う影

響を整理した。 

予測結果を基に、重大な影

響が実行可能な範囲内で

できる限り回避又は低減

されているかを評価した。 

景 観 主要な眺望点及
び景観資源並び
に主要な眺望景
観 

主要な眺望点及び景観
資源の状況について、文
献その他の資料により
調査した。 

①主要な眺望点及び景観資源
への直接的な影響 
地形改変及び施設の存在に伴
う主要な眺望点及び景観資源
への影響について、事業実施想
定区域との位置関係より直接
改変の有無を予測した。 
 
②主要な眺望景観への影響 
a．風力発電機の介在の可能性 
主要な眺望点、景観資源及び事
業実施想定区域の位置関係を
基に、主要な眺望景観への風力
発電機の介在の可能性を予測
した。 
b．主要な眺望点からの風力発
電機の視認可能性 
主要な眺望点の周囲について、
メッシュ標高データを用いた
数値地形モデルによるコンピ
ュータ解析を行い、風力発電機
が視認される可能性のある領
域を可視領域として予測した。 
c．主要な眺望点からの風力発
電機の見えの大きさ 

主要な眺望点と事業実施想

定区域の最寄り地点までの最

短距離を基に、風力発電機の見

えの大きさ（垂直視野角）につ

いて予測した。 

予測結果を基に、重大な環
境影響が実行可能な範囲
内でできる限り回避又は
低減されているかを評価
した。 
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表 4.2-2 計画段階配慮事項の評価方法の判断基準 

環境要素の区分 
評価の方法 

(配慮書段階) 

重大な環境影響

がない 

重大な影響が、実行可能な範

囲内でできる限り回避され、

又は低減されている 

重大な環境影響がある 

大気 

環境 

騒音及び超

低周波音 

事業実施想定

区域と配慮が

特に必要な施

設等との位置

関係 

事業実施想定区

域の周囲に配慮

が特に必要な施

設等が分布しな

い。 

事業実施想定区域の周囲に配

慮が特に必要な施設等が分布

するが、重大な影響が、実行可

能な範囲内でできる限り回避

され、又は低減されている。 

事業実施想定区域の周囲

に配慮が特に必要な施設

等が分布し、影響の回避

又は低減がされていな

い。 

その 

他の 

環境 

風車の影 事業実施想定

区域と配慮が

特に必要な施

設等との位置

関係 

事業実施想定区

域の周囲に配慮

が特に必要な施

設等が分布しな

い。 

事業実施想定区域の周囲に配

慮が特に必要な施設等が分布

するが、重大な影響が、実行可

能な範囲内でできる限り回避

され、又は低減されている。 

事業実施想定区域の周囲

に配慮が特に必要な施設

等が分布し、影響の回避

又は低減がされていな

い。 

動物 重要な種及

び注目すべ

き生息地 

（海域に生

息するもの

を除く。） 

重要な種等の

分布状況 

事業実施想定区

域及びその周囲

に重要な種等が

分布しない、ま

た、生息・生育地

の直接改変を伴

わない。 

事業実施想定区域及びその周

囲に重要な種等が分布する可

能性があるが、重大な影響が、

実行可能な範囲内でできる限

り回避され、又は低減されてい

る。 

事業実施想定区域及びそ

の周囲に重要な種等が分

布する可能性があり、影

響の回避又は低減がされ

ていない。 

植物 重要な種及

び重要な群

落（海域に

生息するも

のを除

く。） 

生態

系 

地域を特徴

づける生態

系 

自然環境のま

とまりの場の

分布状況 

自然環境のまと

まりの場の改変

を伴わない。 

自然環境のまとまりの場の改

変を伴うが、重大な影響が、実

行可能な範囲内でできる限り

回避され、又は低減されてい

る。 

自然環境のまとまりの場

の改変を伴い、影響の回

避又は低減がされていな

い。 

景観 主要な眺望

点及び景観

資源並びに

主要な眺望

景観 

①主要な眺望

点及び景観資

源の直接改変

の有無 

②主要な眺望

景観の変化の

程度 

①主要な眺望点

及び景観資源は

直接改変されな

い。 

②主要な眺望点

から風力発電機

が 視 認 できな

い。 

①事業実施想定区域に主要な

眺望点又は景観資源が分布す

るが、重大な影響が、実行可能

な範囲内でできる限り回避又

は低減されている。 

②主要な眺望点から風力発電

機が視認できるが、重大な影響

が、実行可能な範囲内でできる

限り回避又は低減されている。 

①事業実施想定区域に主

要な眺望点又は景観資源

が分布し、影響の回避又

は低減がされていない。 

②主要な眺望点から風力

発電機が視認でき、影響

の回避又は低減がされて

いない。 
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4.3 調査、予測及び評価の結果 

4.3.1 騒音及び超低周波音 

1. 調 査 

調査手法 

配慮が特に必要な施設等の状況を文献その他の資料により調査した。また、騒音に係る環境

基準の類型指定の状況についても調査した。 

 

調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（図 4.3-1 の範囲）とした。 

 

調査結果 

文献その他の資料調査結果に基づき、事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特に

必要な施設等を抽出した。 

事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設の一覧は表 4.3-1、事業実施想定区

域の周囲における配慮が特に必要な施設等の位置は図 4.3-1 のとおりであり、配慮が特に必要

な施設等は事業実施想定区域の周囲に分布するが、事業実施想定区域には存在しない。 

また、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）に基づく環境基準は

表 4.3-2、騒音に係る環境基準の類型指定状況は図 4.3-2 のとおりであり、事業実施想定区域

の周囲に、地域の類型があてはめられた区域が存在する。 
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表 4.3-1 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設 

区 分 No. 施設名 所在地 

学校 
1 穴水小学校 穴水町字大町ロ 165-1 

2 穴水中学校 穴水町字大町ヌ 201 

医療機関 

3 釶打診療所 七尾市中島町西谷内への 98（釶打公民館内） 

4 尾張循環器・糖尿病・内科クリニック 穴水町字此木壱 157 

5 北川内科クリニック 穴水町字大町い 17 

6 まるおかクリニック 穴水町字川島ろ 5-2 

7 穴水こころのクリニック 穴水町字川島ヨ 47-1 

8 公立穴水総合病院 穴水町字川島タ 8 

福祉施設 

9 平和こども園 穴水町字川島タ 2 

10 なたうちニコニコホーム 七尾市中島町西谷内ロ部 1-5 

11 あゆみの里 穴水町字川島タ 38 

12 朱鷺の苑 穴水町志ヶ浦 15 字 1-3 

13 ケアハウス聖頌園 穴水町字上野壱字１ 

14 ささゆりの丘 穴水町字此木 1-120 

「小中学校について」（穴水町 HP、令和 2 年 6 月） 

「保険・医療・福祉施設」(七尾市 HP、閲覧：令和 2 年 6 月) 

「石川県医療・薬局機能情報提供システム」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「いしかわ幼児教育・保育ガイド」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「県内老人福祉施設等一覧」(石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月)    より作成 

 

表 4.3-2 騒音に係る環境基準（一般地域） 

地域の類型 

基 準 値 

昼 間 

(午前 6 時から午後 10 時まで) 

夜 間 

(午後 10 時から翌日の午前 6 時まで) 

AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下 

A 及び B 55 デシベル以下 45 デシベル以下 

C 60 デシベル以下 50 デシベル以下 

注：類型 AA を当てはめる地域は、療養施設等が集合して設置されるなど特に静穏を要する地域とする。なお、石川 

県内には「AA」の類型を当てはめた地域はない。 

類型 A を当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

類型 B を当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 

類型 C を当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業の用に供される地域とする。 

〔「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日）より作成〕 
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図 4.3-1 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の位置  

表 4.3-1 記載の出典及び「ゼンリン住宅地図

201911 石川県七尾市 北[中島 能登島]、201906 

石川県輪島市 穴水町、201706 石川県羽咋市 志賀

町 宝達志水町」(株式会社ゼンリン) より作成 

注：図中の番号は、表 4.3-1 中の番号に対応する。 
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図 4.3-2 騒音に係る環境基準の類型指定状況 

「七尾市 騒音の類型を当てはめる地図」（七尾

市 HP、閲覧：令和 2 年 6 月）、穴水町へのヒアリ

ング（実施：令和 2 年 6 月）     より作成 
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2. 予 測 

予測手法 

事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設等との位置関係（最短距離）を整理し、事業実施

想定区域から 2.0km※の範囲について 0.5km 間隔で配慮が特に必要な施設等の戸数を整理した。 

 

予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

予測結果 

事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設等との位置関係は表 4.3-3 及び図 4.3-3、事業実

施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布は、表 4.3-4 のとおりである。 

 

表 4.3-3 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等との位置関係 

項目 住宅等 
住宅等以外 

学校 医療機関 福祉施設 

事業実施想定区域からの最短距離 約 0.5km 約 3.0km 約 1.8km 約 1.8km 

「小中学校について」（穴水町 HP、令和 2 年 6 月） 

「保険・医療・福祉施設」(七尾市 HP、閲覧：令和 2 年 6 月) 

「石川県医療・薬局機能情報提供システム」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「いしかわ幼児教育・保育ガイド」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「県内老人福祉施設等一覧」(石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月) 

「ゼンリン住宅地図 201911 石川県七尾市 北[中島 能登島]」 (株式会社ゼンリン) 

「ゼンリン住宅地図 201906 石川県輪島市 穴水町」(株式会社ゼンリン) 

「ゼンリン住宅地図 201706 石川県羽咋市 志賀町 宝達志水町」(株式会社ゼンリン)  

より作成 

  

 
※「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）によると、国内の先行

実施モデル事業における検討事例において、2.0km 以内に存在する影響対象（住宅等）を 500m ごとに整理する予測

方法が採用されている。また、「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（風力発電施設から発生する

騒音等の評価手法に関する検討会、平成 28 年）によると、住居等、風車騒音により人の生活環境に環境影響を与

えるおそれがある地域に関して、「発電所アセス省令では、発電所一般において環境影響を受ける範囲であると認

められる地域は、事業実施想定区域及びその周囲 1km の範囲内としている。」と記載されている。 

以上を踏まえ、配慮書段階では安全側として 2.0km の範囲を設定した。 
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表 4.3-4 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布 

事業実施想定区域からの距離 

（km） 

住宅等 

（戸） 

住宅等以外 
合計 

（戸） 学校 

（戸） 

医療機関 

（戸） 

福祉施設 

（戸） 

  0～0.5 0 0 0 0 0 

0.5～1.0 240 0 0 0 240 

1.0～1.5 65 0 0 0 65 

1.5～2.0 190 0 1 1 192 

合計（戸） 495 0 1 1 497 

「小中学校について」（穴水町 HP、令和 2 年 6 月） 

「保険・医療・福祉施設」(七尾市 HP、閲覧：令和 2 年 6 月) 

「石川県医療・薬局機能情報提供システム」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「いしかわ幼児教育・保育ガイド」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「県内老人福祉施設等一覧」(石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月) 

「ゼンリン住宅地図 201911 石川県七尾市 北[中島 能登島]」 (株式会社ゼンリン) 

「ゼンリン住宅地図 201906 石川県輪島市 穴水町」(株式会社ゼンリン) 

「ゼンリン住宅地図 201706 石川県羽咋市 志賀町 宝達志水町」(株式会社ゼンリン)  

より作成 
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図 4.3-3 事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設等との位置関係  

注：図に示す情報の出典は、図 4.3-1 と同様 

である。 
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3. 評 価 

評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価し

た。 

 

評価結果 

事業実施想定区域から、配慮が特に必要な施設等までの最短距離は、住宅等が約 0.5km であ

り、住宅等以外が約 1.8km である。 

また、事業実施想定区域から 2.0km の範囲における配慮が特に必要な施設等の合計は 497 戸

であり、このうち住宅等が 495 戸であり、住宅等以外が 2 戸である。事業実施想定区域の設定

において、配慮が特に必要な施設等から 500m の範囲※1 に風力発電機を設置しないこととした

が、配慮が特に必要な施設等は事業実施想定区域の周囲に広く分布していることから、重大な

影響を受ける可能性があると評価する。 

上記の状況を踏まえ、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す

事項に留意し、環境影響の回避又は低減を図る。 

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して、風力発電機の配置及び機種を選定し、必

要に応じて基数を減らすことを検討する。 

・地域の音環境を把握※2 し、風力発電機の選定状況に応じたパワーレベルを設定したうえで

予測計算を行うとともに、環境影響の程度を把握し、必要に応じて環境保全措置を検討す

る。予測計算に際しては、地形による回折効果、空気吸収の減衰及び地表面の影響による減

衰を考慮する。 

 

 

 

 

 

  

 
※1「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書（資料編）」（環境省総合環境政策局、平

成 23 年）によると、風力発電機から約 400m までの距離にある民家において苦情等が多く発生している調査結果が

報告されていることから、概ね 400m 未満になると懸念される。この状況を踏まえ、本事業では 500m の離隔を確保

することとした。ただし、上記報告書には 500m 以上の範囲においても苦情が継続していることが示されている。 
※2現地の残留騒音については配慮書の作成時点で把握しておらず、環境影響評価の手続きの過程で実施する調査によ

り把握する。調査については、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成 27 年）、「風力発電施設か

ら発生する騒音等測定マニュアル」（環境省、平成 29 年）及び最新の知見等を参考に実施する。 
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4.3.2 風車の影 

1. 調 査 

調査手法 

配慮が特に必要な施設等の状況を文献その他の資料により調査した。 

 

調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（図 4.3-4 の範囲）とした。 

 

調査結果 

文献その他の資料調査結果に基づき、事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特に

必要な施設等を抽出した。 

事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設の一覧は表 4.3-5、事業実施想定区

域の周囲における配慮が特に必要な施設等の位置は図 4.3-4 のとおりであり、配慮が特に必要

な施設等は事業実施想定区域の周囲に分布するが、事業実施想定区域には存在しない。 

 

表 4.3-5 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設 

区 分 No. 施設名 所在地 

学校 
1 穴水小学校 穴水町字大町ロ 165-1 

2 穴水中学校 穴水町字大町ヌ 201 

医療機関 

3 釶打診療所 七尾市中島町西谷内への 98（釶打公民館内） 

4 尾張循環器・糖尿病・内科クリニック 穴水町字此木壱 157 

5 北川内科クリニック 穴水町字大町い 17 

6 まるおかクリニック 穴水町字川島ろ 5-2 

7 穴水こころのクリニック 穴水町字川島ヨ 47-1 

8 公立穴水総合病院 穴水町字川島タ 8 

福祉施設 

9 平和こども園 穴水町字川島タ 2 

10 なたうちニコニコホーム 七尾市中島町西谷内ロ部 1-5 

11 あゆみの里 穴水町字川島タ 38 

12 朱鷺の苑 穴水町志ヶ浦 15 字 1-3 

13 ケアハウス聖頌園 穴水町字上野壱字１ 

14 ささゆりの丘 穴水町字此木 1-120 

「小中学校について」（穴水町 HP、令和 2 年 6 月） 

「保険・医療・福祉施設」(七尾市 HP、閲覧：令和 2 年 6 月) 

「石川県医療・薬局機能情報提供システム」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「いしかわ幼児教育・保育ガイド」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「県内老人福祉施設等一覧」(石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月)    より作成 
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図 4.3-4 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の位置  

注：図中の番号は、表 4.3-5 中の番号に対応する。 

表 4.3-5記載の出典及び「ゼンリン住宅地図 201911 

石川県七尾市 北[中島 能登島]、201906 石川県輪

島市 穴水町、201706 石川県羽咋市 志賀町 宝達志

水町」(株式会社ゼンリン)     より作成 
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2. 予 測 

予測手法 

事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設等との位置関係（最短距離）を整理し、事業実施

想定区域から 2.0km※の範囲について 0.5km 間隔で配慮が特に必要な施設等の戸数を整理した。 

 

予測範囲 

調査地域と同様とした。 

 

予測結果 

事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設等との位置関係は表 4.3-6 及び図 4.3-5、事業実

施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布は、表 4.3-7 のとおりである。 

 

表 4.3-6 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等との位置関係 

項目 住宅等 
住宅等以外 

学校 医療機関 福祉施設 

事業実施想定区域からの最短距離 約 0.5km 約 3.0km 約 1.8km 約 1.8km 

「小中学校について」（穴水町 HP、令和 2 年 6 月） 

「保険・医療・福祉施設」(七尾市 HP、閲覧：令和 2 年 6 月) 

「石川県医療・薬局機能情報提供システム」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「いしかわ幼児教育・保育ガイド」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「県内老人福祉施設等一覧」(石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月) 

「ゼンリン住宅地図 201911 石川県七尾市 北[中島 能登島]」 (株式会社ゼンリン) 

「ゼンリン住宅地図 201906 石川県輪島市 穴水町」(株式会社ゼンリン) 

「ゼンリン住宅地図 201706 石川県羽咋市 志賀町 宝達志水町」(株式会社ゼンリン)より作成 

 

表 4.3-7 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布 

事業実施想定区域からの距離 

（km） 

住宅等 

（戸） 

住宅等以外 
合計 

（戸） 学校 

（戸） 

医療機関 

（戸） 

福祉施設 

（戸） 

  0～0.5 0 0 0 0 0 

0.5～1.0 240 0 0 0 240 

1.0～1.5 65 0 0 0 65 

1.5～2.0 190 0 1 1 192 

合計（戸） 495 0 1 1 497 

「小中学校について」（穴水町 HP、令和 2 年 6 月） 

「保険・医療・福祉施設」(七尾市 HP、閲覧：令和 2 年 6 月) 

「石川県医療・薬局機能情報提供システム」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「いしかわ幼児教育・保育ガイド」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「県内老人福祉施設等一覧」(石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月) 

「ゼンリン住宅地図 201911 石川県七尾市 北[中島 能登島]」 (株式会社ゼンリン) 

「ゼンリン住宅地図 201906 石川県輪島市 穴水町」(株式会社ゼンリン) 

「ゼンリン住宅地図 201706 石川県羽咋市 志賀町 宝達志水町」(株式会社ゼンリン) より作成  

 
※「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）における、海外のアセ

ス事例の予測範囲より最大値を設定した。 
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図 4.3-5 事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設等との位置関係  

注：図に示す情報の出典は、図 4.3-4 と同様 

である。 
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3. 評 価 

4評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを評価し

た。 

 

評価結果 

事業実施想定区域から、配慮が特に必要な施設等までの最短距離は、住宅等が約 0.5km であ

り、住宅等以外が約 1.8km である。 

また、事業実施想定区域から 2.0km の範囲における配慮が特に必要な施設等の合計は 497 戸

である。このうち住宅等が 495 戸であり、住宅等以外が 2 戸である。事業実施想定区域の設定

において、配慮が特に必要な施設等から 500m の範囲に風力発電機を設置しないこととしたが、

配慮が特に必要な施設等は事業実施想定区域の周囲に広く分布していることから、重大な影響

を受ける可能性があると評価する。 

上記の状況を踏まえ、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す

事項に留意し、環境影響の回避又は低減を図る。 

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して、風力発電機の配置及び機種を選定し、必

要に応じて基数を減らすことを検討する。 

・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレーションにより把握し、必要に応じて環境保

全措置を検討する。 
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4.3.3 動物 

1. 調 査 

調査手法 

動物の重要な種の生息状況及び注目すべき生息地の分布状況について、文献その他の資料及

び専門家等へのヒアリングにより調査した。 

 

調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（図 4.3-6 の範囲）とした。 

 

調査結果 

動物の重要な種は、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより確認された種につ

いて、表 4.3-8 に示す法令や規制等の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定し

た。 

 

①  重要な種の分布状況 

動物の重要な種は、表 4.3-9～表 4.3-16 のとおり、哺乳類 2 種、鳥類 87 種、爬虫類 2 種、

両生類 5 種、昆虫類 101 種、陸産貝類 8 種、魚類 13 種及び淡水産貝類 12 種が確認されたが、

事業実施想定区域における確認位置情報は得られなかった。 

なお、重要な種の生息環境については「改訂・石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いし

かわレッドデータブック<動物編>2009」（石川県、平成 21 年 3 月）、「レッドデータブック

2014－日本の絶滅のおそれのある野生生物－＜哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類、貝類、その

他無脊椎動物＞」（環境省、平成 26 年）等を参照した。 
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表 4.3-8 動物の重要な種の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 

① 「文化財保護法」（昭和 25 年

法律第 214 号、最終改正：平

成 26 年 6 月 13 日）に基づく

天然記念物 

「石川県文化財保護条例」（昭

和 32 年石川県条例第 41 号）、

「七尾市文化財保護条例」（平

成 16年七尾市条例第 111号）、

「輪島市文化財保護条例」(平

成 18年輪島市条例第 114号)、

「穴水町文化財保護条例」（昭

和 51 年穴水町条例第 11 号）

及び「志賀町文化財保護条例」

（平成 17 年志賀町条例第 109

号）及びに基づく天然記念物 

特天：特別天然記念物 

国天：天然記念物 

県天：石川県指定天然記念物 

七天：七尾市指定天然記念物 

輪天：輪島市指定天然記念物 

穴天：穴水町指定天然記念物 

志天：志賀町指定天然記念物 

 

「国指定文化財等デ

ータベース」（文化庁

HP、閲覧：令和 2 年

6 月）「いしかわ文化

財ナビ」（石川県 HP、

閲覧：令和 2年 6月）、 

「七尾市内の指定・

登録文化財」（七尾市

HP、閲覧：令和 2 年

6月）、「輪島市の文化

財」(輪島市 HP、閲覧：

令和 2 年 6 月)、「穴

水町の文化財」（穴水

町教育委員会、昭和

60 年）、「志賀町が指

定する文化財」（志賀

町 HP、閲覧：令和 2

年 6 月） 

② 「絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法

律」（平成 4 年法律第 75 号、

最終改正：令和元年 6月 14日）

及び「絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する

法律施行令」（平成 5 年政令第

17 号、最終改正：令和 2 年 1

月 22 日）に基づく国内希少野

生動植物等 

国内：国内希少野生動植物種 

特一：特定第一種国内希少野生動植物種 

特二：特定第二種国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

 

「絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の

保存に関する法律施

行令」（平成 5 年政令

第 17 号、最終改正：

令和 2 年 1 月 22 日） 

③ 「環境省レッドリスト 2020」

（環境省、令和 2 年）の掲載

種 

EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らか

に外側で野生化した状態でのみ存続している種 

CR+EN：絶滅危惧 IA 類･･･ごく近い将来における野生での絶

滅の危険性が極めて高いもの 

EN：絶滅危惧 IB 類･･･IA 類ほどではないが、近い将来にお

ける野生での絶滅の危険性が高いもの 

VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種 

NT：準絶滅危惧･･･現時点での絶滅危険度は小さいが、生息

条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性の

ある種 

DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立してい

る個体群で、絶滅のおそれが高いもの 

「環境省レッドリス

ト 2020 の公表につ

いて」（環境省 HP、閲

覧：令和 2 年 6 月） 

④ 「改訂・石川県の絶滅のおそ

れのある野生生物 いしかわ

レッドデータブック〈動物

編〉2009」（石川県、平成 21

年）の掲載種 

EX：絶滅･･･石川県ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下でのみ存続している種 

CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類･･･絶滅の危機に瀕している種 

VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危機が増大している種 

NT：準絶滅危惧･･･現時点では絶滅危険度は小さいが、生息

条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する危険性の

ある種 

DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種 

LP：地域個体群･･･地域的に孤立しており、地域レベルでの

絶滅のおそれが高い個体群 

「改訂・石川県の絶

滅のおそれのある野

生生物 いしかわレ

ッドデータブック

〈動物編〉2009」（石

川県、平成 21 年） 

⑤ 「ふるさと石川の環境を守り

育てる条例」（平成 16 年石川

県条例第 16 号）の掲載種 

指定：条例で指定されている希少野生動植物種 「石川県指定希少野

生動植物種の指定に

ついて」（石川県 HP、

閲覧：令和 2 年 6 月） 
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表 4.3-9 文献その他の資料による動物の重要な種（哺乳類） 

№ 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

1 コウモリ ヒナコウモリ ヤマコウモリ 
  

VU VU 
 

樹洞のある木のある森や

林 
2 ウシ ウシ カモシカ 特天     低山地から亜高山帯 

計 2 目 2 科 2 種 1種 0種 1種 1種 0種  

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 元年度生物リスト」（河川

環境データベース 国土交通省、平成元年）に準拠した。 

2．選定基準は表 4.3-8 に対応する。 

 

表 4.3-10(1) 文献その他の資料による動物の重要な種（鳥類） 

№ 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

1 キジ キジ ウズラ   VU   丘陵地～山地の林 
2   ヤマドリ    NT  丘陵地～山地の林 
3 カモ カモ サカツラガン   DD   池沼、湿地、干潟 
4   ヒシクイ 国天  VU VU  広い水田、湿地、池、

沼 
5   マガン 国天  NT VU  広い水田、池、沼 
6   コクガン 国天  VU CR+EN  波の穏やかな内湾 
7   ツクシガモ   VU   広大な干潟 
8   アカツクシガモ   DD   河岸の湿地、湖沼 
9   オシドリ   DD NT  山地の渓流や湖 
10   ヨシガモ    NT  河川・湖沼、内湾 
11   トモエガモ   VU VU  水田、河川、湖沼、池 
12   アカハジロ   DD   池、湖沼、河川 
13   シノリガモ    NT  外海に面した波の荒い

海岸 
14   ビロードキンクロ    NT  内湾、海岸、海上 
15   ホオジロガモ    NT  大きな河川・湖沼、内

湾 
16   カワアイサ    NT  大きな河川・湖沼、 
17   ウミアイサ    NT  内湾、外海に面した波

の荒い海岸、海上 
18 カイツブリ カイツブリ カンムリカイツブリ    NT  湖沼、内湾 
19 コウノトリ コウノトリ コウノトリ 特天 国内 CR   水田、沼地、大きな河

川などの広い湿地 
20 カツオドリ カツオドリ アカアシカツオドリ   EN   海上、島嶼 
21  ウ ヒメウ   EN   外海に面した岩礁のあ

る波の荒い海岸 
22 ペリカン サギ ヨシゴイ   NT CR+EN  池や沼・川岸・休耕田 
23   オオヨシゴイ  国内 CR   水辺からやや離れた

林・草地 
24   ミゾゴイ   VU CR+EN  低山地の暗い林 
25   ササゴイ    NT  水田、河川、池、沼 
26   チュウサギ   NT NT  水田、湿地 
27   クロサギ    NT  岩の多い海岸、海岸付

近の水田 
28   カラシラサギ   NT   河口、干潟 
29  トキ クロトキ   DD   水田、湿地、干潟、

池、沼 
30   トキ 特天 国内 CR EX  丘陵地の林・水田・湿

地 
31   ヘラサギ   DD   水田、広い湿地、池 
32   クロツラヘラサギ  国内 EN CR+EN  湖沼、湿地、水田 
33 ツル ツル マナヅル   VU   水田、湿地 
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表 4.3-10(2) 文献その他の資料による動物の重要な種（鳥類） 

№ 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

34 ツル ツル クロヅル   DD   水田、畑地 
35   ナベヅル   VU   水田、畑地、草地 
36  クイナ シマクイナ  国内 EN   ヨシ原、湿った草原、水

田 
37   ヒクイナ   NT CR+EN  水田、水辺の草地、ヨ

シ原、河川、湖沼 
38 ヨタカ ヨタカ ヨタカ   NT VU  低山地～山地の明るい

林・草地 
39 アマツバメ アマツバメ ハリオアマツバメ    DD  山地、樹林 
40 チドリ チドリ ケリ   DD   水田、畑地、草地、広

い川原 
41   イカルチドリ    VU  水田、河川中流域の川

原・中州 
42   シロチドリ   VU VU  干潟、河川下流域、海

岸 
43  セイタカシギ セイタカシギ   VU   水田、ハス田、池 
44  シギ ヤマシギ    NT  林、やぶ、水田、畑

地、湿地 
45   オオジシギ   NT DD  水田、草地、牧場、湿

地、川岸 
46   オオソリハシシギ   VU   干潟 
47   コシャクシギ   EN   海岸付近の水田・畑

地・草地 
48   ホウロクシギ   VU VU  干潟 
49   ツルシギ   VU   水田、ハス田、川岸 
50   アカアシシギ   VU   海岸付近の水田・湿

地、干潟 
51   タカブシギ   VU   水田、休耕田、川岸 
52   イソシギ    NT  河川、湖沼、干潟、岩

礁 
53   ハマシギ   NT   干潟 
54   ヘラシギ  国内 CR CR+EN  干潟、海岸付近の湿地 
55  タマシギ タマシギ   VU VU  水田、湿った草地、ハ

ス田、沼地 
56  ツバメチドリ ツバメチドリ   VU   水田、畑地、埋立地、

干潟、川原 
57  カモメ ズグロカモメ   VU   干潟 
58   オオセグロカモメ   NT   河口、干潟 
59   コアジサシ   VU CR+EN 指定 大きな河川、海岸 
60  ウミスズメ ウミガラス  国内 CR   海上 
61   ウミスズメ   CR NT  海上 
62   カンムリウミスズメ 国天  VU CR+EN  海上、岩礁、無人島 
63 タカ ミサゴ ミサゴ   NT NT  大きな河川、河口、

湖、海岸 
64  タカ ハチクマ   NT NT  丘陵地～低山地の林 
65   オジロワシ 国天 国内 VU VU  水辺の原生林・水田、

湖沼、河口、海岸 
66   オオワシ 国天 国内 VU   河口、湖沼、海岸 
67   チュウヒ  国内 EN CR+EN 指定 水田、畑地、牧草地、

草地、ヨシ原 
68   ハイタカ   NT NT  平地～亜高山の林・林

縁の草地 
69   オオタカ   NT VU  平地～亜高山の林・水

田・畑地 
70   サシバ   VU VU  丘陵地～低山地の林・

水田 
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表 4.3-10(3) 文献その他の資料による動物の重要な種（鳥類） 

№ 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

71 タカ タカ ノスリ    NT  平地～亜高山の林・水

田・畑地・荒れ地・干

拓地・川原 
72 フクロウ フクロウ オオコノハズク    DD  平地～山地の林・竹

林・社叢林 
73   コノハズク    NT  山地の林 
74   アオバズク    VU  平地～山地の林・社叢

林 
75 ブッポウソ

ウ 
カワセミ アカショウビン    VU  山地の落葉広葉樹林・

渓流沿い 
76  ブッポウソウ ブッポウソウ   EN VU  低山地の林、社寺の境

内林 
77 ハヤブサ ハヤブサ ハヤブサ  国内 VU VU  海岸付近の山地の断

崖・広い水田・畑地・

川原、海岸 
78 スズメ サンショウク

イ 
サンショウクイ   VU NT  

平地～山地の広葉樹林 

79  カササギヒタ
キ 

サンコウチョウ    NT  
平地～山地の暗い林 

80  モズ チゴモズ   CR CR+EN  平地～低山地の明るい

林・林縁 
81   アカモズ   EN CR+EN  平地～山地の明るい

林・草原 

82  ツバメ コシアカツバメ    NT  集落、市街地 

83  センニュウ マキノセンニュウ   NT   平地の開けた草地 

84  キバシリ キバシリ    DD  ブナ林～針葉樹林 
85  セッカ セッカ    NT  平地～山地の草丈の低

い草地 

86  ホオジロ ノジコ   NT NT  山地の落葉広葉樹林 

87   コジュリン   VU VU  草原、アシ原 

計 15 目 33 科 87 種 8種 11種 64種 57種 2種  

注：1．種名及び配列については原則として、「日本鳥類目録 改訂第 7 版」（日本鳥学会、平成 24 年）に準拠した。 

2．選定基準は表 4.3-8 に対応する。 

 

表 4.3-11 文献その他の資料による動物の重要な種（爬虫類） 

№ 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

1 カメ イシガメ ニホンイシガメ   VU   河川、池沼 
2 有鱗 ナミヘビ シロマダラ    NT  山地から平地、樹洞 

計 2 目 2 科 2 種 0 種 0 種 1 種 1 種 0 種  

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 元年度生物リスト」（河川

環境データベース 国土交通省、平成元年）に準拠した。 

2．選定基準は表 4.3-8 に対応する。 
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表 4.3-12 文献その他の資料による動物の重要な種（両生類） 

№ 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

1 有尾 サンショウウ
オ 

ホクリクサンショウウ
オ 

  EN CR+EN 指定 日当たりがよく、緩い

水流のある付近 
2     クロサンショウウオ   NT   山地の湿った落ち葉、

倒木、池沼、湿原、水

路 
3     ヒダサンショウウオ※   NT LP※  渓流、森林 

4   イモリ アカハライモリ   NT   水田、池、渓流、溝 

5 無尾目 アカガエル トノサマガエル   NT   水田、池、湿原 

計 2 目 3 科 5 種 0 種 0 種 5 種 2 種 1 種  

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 元年度生物リスト」（河川

環境データベース 国土交通省、平成元年）に準拠した。 

2．選定基準は表 4.3-8 に対応する。 

3．表中の※については、以下のとおりである。 

※：邑知潟地溝帯以北のヒダサンショウウオで掲載（「改訂・石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いし

かわレッドデータブック〈動物編〉2009」（石川県、平成 21 年）） 

 

  



 

4.3-20 

(253) 
 

表 4.3-13(1) 文献その他の資料による動物の重要な種（昆虫類） 

№ 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

1 トンボ アオイトトン
ボ 

オツネントンボ    NT  池沼、林野 

2  イトトンボ モートンイトトンボ   NT NT  湿原 
3  カワトンボ アオハダトンボ   NT   池沼、湿原 
4  ヤンマ ネアカヨシヤンマ   NT NT  池沼、湿原、樹林 
5   アオヤンマ   NT   池沼、湿原 
6   マダラヤンマ   NT VU  平地～丘陵地の池沼 
7  サナエトンボ キイロサナエ   NT VU  小川や用水、林野 
8   ヒラサナエ    NT  山間の小流や湿原 
9   ホンサナエ    CR+EN  河川の中流域、樹林 
10  トンボ キトンボ   NT   平地～丘陵地の池沼 
11 ゴキブリ オオゴキブリ オオゴキブリ    VU  照葉樹林 
12 カマキリ カマキリ ヒナカマキリ    VU  樹林 
13 

  
ウスバカマキリ 

  
DD NT 

 
海浜植物帯、河川敷の
草地 

14 バッタ コオロギ クマコオロギ    DD  水田周辺 
15  バッタ カワラバッタ    CR+EN  草本類の少ない砂礫地 
16 カメムシ サシガメ ゴミアシナガサシガ

メ 
  

VU 
  

里山環境 

17  ハナカメムシ ズイムシハナカメム
シ 

  
NT 

  
里山環境 

18  ミズムシ ミヤケミズムシ   NT NT  池沼などの止水域 
19  コオイムシ コオイムシ   NT VU  池沼、湿原、放棄水田 
20   タガメ  特二 VU EX  池沼、湿地、ため池、水

田、休耕田などの止水域 
21  タイコウチ ヒメミズカマキリ    NT  渇湖、池沼、ため池 
22 アミメカゲ

ロウ 
センブリ ヤマトセンブリ 

  
DD 

  
池沼、湿原 

23 チョウ セセリチョウ ホシチャバネセセリ   EN NT  落葉広葉樹林 
24   アカセセリ   EN   採草地、放牧地、農地 
25   ギンイチモンジセセ

リ 
  

NT DD 
 

耕作地、痩地 

26   オオチャバネセセリ    NT  明るい疎林的環境 
27   チャマダラセセリ   EN   採草地、放牧地、農地 
28   ヘリグロチャバネセ

セリ 
   

NT 
 

渓流沿いの草地 

29  シジミチョウ クロシジミ   EN CR+EN  草地、雑木林 
30   ミヤマシジミ   EN EX  河川敷 
31   キマダラルリツバメ   NT   マツ林、カシワ林 
32   シルビアシジミ   EN   草地 
33  タテハチョウ コムラサキ    LP※1  ヤナギ類の木の周辺 
34   ウラギンスジヒョウモ

ン 
  VU NT  森林周辺の明るい草地 

35   オオウラギンヒョウ
モン 

  
CR 

  
森林周辺の明るい草地 

36   クロヒカゲモドキ   EN   雑木林 
37   オオミスジ    NT  山地の集落周辺 
38   オオムラサキ   NT NT  雑木林 
39   ギフチョウ 

  
VU NT 

 
低地～山地の落葉広葉
樹林 

40   ツマグロキチョウ 
  

EN  
 

河川敷、湿地周辺、農
地、採草地、放牧地 

41   ヤマキチョウ   EN   採草地、放牧地、農地 
42  スズメガ スキバホウジャク   VU   草地 
43   オオシモフリスズメ    NT  明るい林 
44  ヤガ ガマヨトウ   VU NT  広大な低湿地 
45   ヒメシロシタバ   NT DD  カシワ林 
46   ハネナガモクメキリ

ガ 
   

NT 
 

カシを含む照葉樹林 

47 ハエ クサアブ ネグロクサアブ   DD   雑木林 

48 
 

ミバエ タケウチケブカミバ
エ 

   
DD 

 
低山帯～山地帯 
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表 4.3-13(2) 文献その他の資料による動物の重要な種（昆虫類） 

№ 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

49 コウチュウ オサムシ セアカオサムシ   NT NT  雑木林 

50   オオサカアオゴミム
シ 

  
DD 

  
平野部～丘陵地、河川
敷、水田周辺 

51   キベリマルクビゴミ
ムシ 

  
EN 

  
河川中流域の河原、耕
作地 

52   フタモンマルクビゴ
ミムシ 

  
EN 

  
河川中流域の河原 

53   オオトックリゴミム
シ 

  NT   溜池などの水際 

54   オオヒョウタンゴミ
ムシ 

  
NT VU 

 
海浜植物帯 

55  ハンミョウ イカリモンハンミョ
ウ 

  
EN CR+EN 

 
河岸 

56   シロヘリハンミョウ 
  

NT 
  

岩礁、砂浜海岸、下流
域 

57   ハラビロハンミョウ   VU CR+EN  河口部の砂浜の周囲 
58   カワラハンミョウ   EN CR+EN  河原の砂地、海岸の砂

地 
59   アイヌハンミョウ   NT   河川の中流域 
60   ルイスハンミョウ   EN   河川の下流域、砂泥地 
61   ホソハンミョウ   VU   林縁～草地 
62  ゲンゴロウ クロゲンゴロウ 

  
NT NT 

 
池沼、ため池、水田、
水路 

63   ゲンゴロウ   VU CR+EN  池沼、溜池、水田、水
路 

64   コガタノゲンゴロウ 
  

VU 
  

池沼、ため池、水田、
水路 

65   マルガタゲンゴロウ 
  

VU 
  

池沼、ため池、水田、
水路 

66   ケシゲンゴロウ   NT   池沼、湿地、水田 
67   キベリクロヒメゲンゴロ

ウ 
  NT   池沼、溜池、水田、池 

68   キベリマメゲンゴロ
ウ 

  
NT 

  
池沼、ため池、水田、
水路 

69  ミズスマシ オオミズスマシ   NT   池沼、放棄水田、水路 
70   ミズスマシ   VU NT  池沼、放棄水田、水路 
71  ガムシ コガムシ 

  
DD 

  
池沼、ため池、水田、
水路 

72   ガムシ   NT NT  池沼、水田、放棄水田 
73   シジミガムシ   EN   池沼、水たまり、川辺 
74  シデムシ ヤマトモンシデムシ   NT   平地の緑地、河川敷 
75  センチコガネ オオセンチコガネ    NT  丘陵地～山地 
76  クワガタムシ オオクワガタ   VU CR+EN  山地 
77   ヒメオオクワガタ    VU  ブナ帯 
78   チビクワガタ    DD  雑木林 
79  コガネムシ アカマダラハナムグ

リ 
  

DD VU 
 

丘陵地～山地 

80   ダイコクコガネ   VU   丘陵地～山地 
81  

 
オオチャイロハナム
グリ 

  
NT NT 

 
丘陵地～山地 

82   オオコブスジコガネ   VU   ブナ帯～ダケカンバ帯 
83  タマムシ アオマダラタマムシ    NT  平地～丘陵地 
84  ホタル ヒメボタル    NT  スギ林 
85  ジョウカイモ

ドキ 
イソジョウカイモド
キ 

  DD DD  
海岸の岩礁地帯 

86  ゴミムシダマ
シ 

ヤマトオサムシダマ
シ 

  NT   
乾燥地域 

87  カミキリムシ フサヒゲルリカミキ
リ 

 国内 CR   草地 

88   ニセリンゴカミキリ    NT  樹林 
89   ヨツボシカミキリ   EN VU  雑木林 
90   トラフカミキリ    NT  丘陵地～低山地 
91  ハムシ オオルリハムシ   NT VU  湿地環境 
92   イネネクイハムシ    DD  湿地環境 
93 ハチ スズメバチ ヤマトアシナガバチ   DD   平地、人家の軒下、壁 
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表 4.3-13(3) 文献その他の資料による動物の重要な種（昆虫類） 

№ 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

94 ハチ スズメバチ モンスズメバチ   DD   平地～山地 
95  クモバチ アケボノクモバチ 

  
DD※2 

  
海浜植物が生育する海
浜 

96  
 

ムツボシクモバチ 
  

NT※3 
  

海浜植物が生育する海
浜 

97   フタモンクモバチ 
  

NT※4  
 

海浜植物が生育する海
浜 

98   アオスジクモバチ 
  

DD※5 DD 
 

海浜植物が生育する海
浜 

99  ドロバチモド
キ 

キアシハナダカバチ
モドキ 

  
VU 

  
砂浜海岸、河川敷 

100  ミツバチ クロマルハナバチ   NT   雑木林 
101  ムカシハナバ

チ 
エサキムカシハナバ
チ 

   NT  崖の斜面、粘土質土壌
の平坦地 

計 10 目 43 科 101 種 0種 2種 77種 57種 0種  

注：1．種名及び配列については原則として、「日本産昆虫総目録」（九州大学、平成元年）に準拠した。 

2．選定基準は表 4.3-8 に対応する。 

3．表中の※については、以下のとおりである。 

※1：コムラサキ（黒色型）で掲載（「改訂・石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータ

ブック〈動物編〉2009」（石川県、平成 21 年）） 

※2：アケボノベッコウで掲載（「環境省レッドリスト 2020」（環境省、令和 2 年）） 

※3：ムツボシベッコウで掲載（「環境省レッドリスト 2020」（環境省、令和 2 年）） 

※4：フタモンベッコウで掲載（「環境省レッドリスト 2020」（環境省、令和 2 年）） 

※5：アオスジベッコウで掲載（「環境省レッドリスト 2020」（環境省、令和 2 年）） 

 

表 4.3-14 文献その他の資料による動物の重要な種（陸産貝類） 

№ 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

1 新生腹足 イツマデガイ イツマデガイ 
  

NT NT 
 

海岸の草地及び低木林
内に生息する。 

2   ヒメオカマメタニシ   NT   
温暖な海岸近くの灌木
の林床 

3 マイマイ オカモノアラガイ ナガオカモノアラガ
イ 

  
NT NT 

 
水辺の抽水植物帯 

4  キセルガイ ナミコギセル    NT  雑木林 

5  ベッコウマイマイ オオヒラベッコウ   DD   湿潤な日陰環境 

6  ニッポンマイマ
イ（ナンバンマイ
マイ） 

コシタカコベソマイ
マイ 

  
NT NT 

 
広葉樹林 

7  ヤマタカマイマイ 
  

NT NT 
 

丘陵地の落葉広葉樹な
どの自然林 

8  ケハダビロウドマイ
マイ 

  NT NT  湿潤な倒木の下や落葉
下 

計 2目 5 科 8 種 0種 0種 7 種 6種 0種  

注：1．種名及び配列については原則として、「日本産野生生物目録 無脊椎動物編Ⅲ」（環境庁、平成 10 年）に準拠

した。 

2．選定基準は表 4.3-8 に対応する。 
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表 4.3-15 文献その他の資料による動物の重要な種（魚類） 

№ 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

1 ヤツメウナ
ギ 

ヤツメウナギ スナヤツメ類※1   VU※2   河川の中～上流域の砂
礫底 

2 ウナギ ウナギ ニホンウナギ 
  

EN 
  

河川の中下流域、湖
沼、内湾 

3 コイ コイ ヤリタナゴ   NT   平野部の細流、農業用
水路 

4   ミナミアカヒレタビ
ラ 

  CR NT  潟やそれにつながる水
路 

5  ドジョウ ドジョウ   NT   河川中・下流域、用水
路などの流れの緩やか
な泥底 

6 サケ サケ ヤマメ   NT※3   河川、上流域のれき底 
7 トゲウオ トゲウオ イトヨ    VU※4  平野部の細流、農業用

水路 
8 ダツ ダツ キタノメダカ   VU   平野部の細流、農業用

水路 
9 スズキ カジカ カマキリ   VU※5   河川の中流域のれき

底、河口付近の沿岸 
10   カジカ   EN※6 

NT※6 
  石礫中心の川底を好

む。 
11  ハゼ シロウオ   VU   沿岸域、河川の下流域 
12   シンジコハゼ   VU NT  流れが緩やかで、砂泥

底の水路 
13   ジュズカケハゼ   NT NT  河川下流域、溜池 

計 7 目 9 科 13 種 0種 0種 12種 4種 0種  

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」（河

川環境データベース 国土交通省、令和元年）に準拠した。 

2．選定基準は表 4.3-8 に対応する。 

3．表中の※については、以下のとおりである。 

※1：文献には「スナヤツメ」と記載されており、「スナヤツメ北方種」または「スナヤツメ南方種」の判断が

できないため、スナヤツメ類とした。（「環境省レッドリスト 2020」（環境省、令和 2 年）） 

※2：スナヤツメ北方種、スナヤツメ南方種で掲載（「環境省レッドリスト 2020」（環境省、令和 2 年）） 

※3：サクラマス（ヤマメ）で掲載（「環境省レッドリスト 2020」（環境省、令和 2 年）） 

※4：イトヨ（降海型）で掲載（「改訂・石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブック

〈動物編〉2009」（石川県、平成 21 年）） 

※5：カマキリ（アユカケ）で掲載（「改訂・石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブ

ック〈動物編〉2009」（石川県、平成 21 年）） 

※6：カジカ中型卵・カジカ小型卵（EN）、カジカ大型卵（NT）で掲載（「環境省レッドリスト 2020」（環境省、

令和 2 年））  
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表 4.3-16 文献その他の資料による動物の重要な種（淡水産貝類） 

№ 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

1 新生腹足 ヤマタニシ マルタニシ   VU   池沼、ため池 
2   オオタニシ   NT   池沼、ため池 
3  イツマデガイ ナタネミズツボ   VU CR+EN  湧水が滴る湿岩石や渓

流の岩肌、石上 
4  カワザンショウ

ガイ 
カワザンショウガイ 

   
NT 

 
河川の可能域、汽水域 

5  エゾマメタニシ マメタニシ   CR   池沼、ため池 
6 汎有肺 ヒラマキガイ ヒラマキミズマイマ

イ 
  

DD 
  

水田、ため池、湿原 

7 イシガイ カワシンジュガイ カワシンジュガイ   EN CR+EN  河川の砂礫底 
8   カラスガイ   EN VU  小川や水路の砂礫底 
9  イシガイ オバエボシガイ   VU DD  小川や水路の砂泥底、砂

底 
10   イシガイ    NT  小川や水路の砂礫底 
11   カタハガイ   VU CR+EN  小川や水路の砂泥底 
12   マツカサガイ   NT NT  小川や水路の砂礫底 

計 3 目 7 科 12 種 0種 0種 10種 8種 0種  

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」

（河川環境データベース 国土交通省、令和元年）に準拠した。 

2．選定基準は表 4.3-8 に対応する。 
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②  動物の注目すべき生息地 

動物の注目すべき生息地については、表 4.3-17 に示す法令や規制等の選定基準に基づき、

学術上又は希少性の観点から選定した。事業実施想定区域及びその周囲における動物の注目

すべき生息地は表 4.3-18 及び図 4.3-6 のとおりである。 

事業実施想定区域及びその周囲には、「環境アセスメントデータベース センシティビテ

ィマップ」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 6 月）によると、重要種のチュウヒの分布情報に基

づく「注意喚起レベル A3」のメッシュが存在するほか、生物多様性の保全の鍵になる重要な

地域（KBA）の「能登半島」及び鳥獣保護区の「城山」が存在する。 

なお、動物に係る天然記念物、自然環境保全地域、石川県自然環境保全地域及び重要野鳥

生息地（IBA）は事業実施想定区域及びその周囲には確認されなかった。 

 

表 4.3-17(1) 注目すべき生息地の選定基準 

選定基準 文献その他資料 

「文化財保護法」（昭和 25 年

法律第 214 号、最終改正：平成

26 年 6 月 13 日）に基づく天然

記念物 

「石川県文化財保護条例」（昭

和 32 年石川県条例第 41 号）、

「七尾市文化財保護条例」（平

成 16 年七尾市条例第 111 号）、

「輪島市文化財保護条例」（平

成 18 年輪島市条例第 114 号）、

「穴水町文化財保護条例」（昭

和 51 年穴水町条例第 11 号）

及び「志賀町文化財保護条例」

（平成 17 年志賀町条例第 109

号）に基づく天然記念物 

特天：特別天然記念物 

国天：天然記念物 

県天：石川県指定天然記念物 

七天：七尾市指定天然記念物 

輪天：輪島市指定天然記念物 

穴天：穴水町指定天然記念物 

志天：志賀町指定天然記念物  

「国指定文化財等データ

ベース」（文化庁 HP、閲覧：

令和 2 年 6 月） 

「いしかわ文化財ナビ」

（石川県 HP、閲覧：令和 2

年 6 月） 

「七尾市内の指定・登録文

化財」（七尾市 HP、閲覧：

令和 2 年 6 月） 

「輪島市の文化財」(輪島

市 HP、閲覧：令和 2 年 6 月) 

「穴水町の文化財」（穴水

町教育委員会、昭和 60 年） 

「志賀町が指定する文化

財」（志賀町 HP、閲覧：令

和 2 年 6 月） 

「絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法

律」（平成 4 年法律第 75 号、

最終改正：令和元年 6月 14 日）

及び「絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する

法律施行規則」（平成 5 年総理

府令第 9 号、最終改正：令和元

年 11 月 26 日）に基づく生息

地等保護区 

生息：生息地等保護区 「生息地等保護区一覧」

（環境省 HP、閲覧：令和 2

年 6 月） 

「自然環境保全法」（昭和 47年

6 月 22 日法律第 85 号 最終改

正：平成 31 年 4 月 26 日）に

基づく自然環境保全地域 

原生自然環境保全地域 

自然環境保全区域 

特別地区 

野生動植物保護地区 

海域特別地区 

普通地区 

「自然環境保全法」（昭和

47 年 6 月 22 日法律第 85

号 最終改正：平成 31 年 4

月 26 日） 

「ふるさと石川の環境を守り

育てる条例」（平成 16 年条例

第 16 号）に基づく石川県自然

環境保全地域 

県保全地域：条例で指定されている自然環境保全地 

      域 

希少野生動植物保護地区：条例に指定されている希

少野生動植物保護地区

（現時点では該当なし） 

「県自然環境保全地域」

（石川県 HP、閲覧：令和 2

年 6 月） 

「ふるさと石川の環境を

守り育てる条例施行規則」

（平成 16 年石川県規則第

50 号） 
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表 4.3-17(2) 注目すべき生息地の選定基準 
選定基準 文献その他資料 

「特に水鳥の生息地として

国際的に重要な湿地に関す

る条約」（ラムサール条約）

（昭和 55 年条約第 28 号、最

終改正：平成 6 年 4 月 29 日）

に基づく重要な湿地 

基準 1：特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、又

は希少なタイプの湿地 

基準 2：絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地 

基準 3：生物地理区における生物多様性の維持に重要な

動植物を支えている湿地 

基準 4：動植物のライフサイクルの重要な段階を支えて

いる湿地。または悪条件の期間中に動植物の避

難場所となる湿地 

基準 5：定期的に 2 万羽以上の水鳥を支える湿地 

基準 6：水鳥の 1 種または 1 亜種の個体群で、個体数の

1％以上を定期的に支えている湿地 

基準 7：固有な魚類の亜種、種、科の相当な割合を支え

ている湿地。また湿地というものの価値を代表

するような、魚類の生活史の諸段階や、種間相

互作用、個体群を支え、それによって世界の生

物多様性に貢献するような湿地 

基準 8：魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として重

要な湿地。あるいは湿地内外における漁業資源

の重要な回遊経路となっている湿地 

基準 9：湿地に依存する鳥類に分類されない動物の種及

び亜種の個体群で、その個体群の 1％を定期的

に支えている湿地 

「日本のラムサール条

約湿地－豊かな自然・多

様な湿地の保全と賢明

な利用－」（環境省、平成

25 年） 

「鳥獣の保護及び管理並び

に狩猟の適正化に関する法

律」（平成 14 年法律第 88 号、

最終改正：平成 27 年 3 月 31

日）に基づく保護区域 

都道府県指定鳥獣保護区 

特：特別保護地区 

特指：特別保護指定区域 

国指定鳥獣保護区 

特：特別保護地区 

特指：特別保護指定区域 

「令和元年度石川県鳥

獣保護区等位置図」（石

川県 HP、閲覧：令和 2 年

6 月） 

「生物多様性の観点から重

要度の高い湿地」（環境省 HP、

閲覧：令和 2 年 6 月）に基づ

く重要度の高い湿地 

基準 1：湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・マングロ

ーブ林、藻場、サンゴ礁のうち、生物の生育・

生息地として典型的または相当の規模の面積を

有している場合 

基準 2：希少種、固有種等が生育・生息している場合 

基準 3：多様な生物相を有している場合 

基準 4：特定の種の個体群のうち、相当数の割合の個体

数が生息する場合 

基準 5：生物の生活史の中で不可欠な地域（採餌場、産

卵場等）である場合 

「生物多様性の観点か

ら重要度の高い湿地」

（環境省 HP、閲覧：令和

2 年 6 月） 

「重要野鳥生息地（IBA）」（日

本野鳥の会 HP、閲覧：令和 2

年 6 月）に基づく重要野鳥生

息地 

A1 ：世界的に絶滅が危惧される種、または全世界で保護

の必要がある種が、定期的・恒常的に多数生息して

いる生息地 

A2 ：生息地域限定種（Restricted-range species）が相

当数生息するか、生息している可能性がある生息地 

A3 ：ある 1 種の鳥類の分布域すべてもしくは大半が 1 つ

のバイオーム※1に含まれている場合で、そのような

特徴をもつ鳥類複数種が混在して生息する生息地、

もしくはその可能性がある生息地 

A4ⅰ：群れを作る水鳥の生物地理的個体群の 1％以上が

定期的に生息するか、または生息すると考えられ

るサイト 

A4ⅱ：群れを作る海鳥または陸鳥の世界の個体数の 1％

以上が定期的に生息するか、または生息すると考

えられるサイト 

A4ⅲ：1 種以上で 2 万羽以上の水鳥、または 1 万つがい

以上の海鳥が定期的に生息するか、または生息す

ると考えられるサイト 

A4ⅳ：渡りの隘路にあたる場所で、定められた閾値を超

える渡り鳥が定期的に利用するボトルネックサイ

ト 

「IMPORTANT BIRD AREAS 

IN JAPAN 翼が結ぶ重要

生息地ネットワーク」

（日本野鳥の会 HP、閲

覧：令和 2 年 6 月） 
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表 4.3-17(3) 注目すべき生息地の選定基準 

選定基準 文献その他資料 

「環境アセスメントデータ

ベース センシティビティ

マップ」（環境省 HP、閲覧：

令和 2 年 6 月）に基づく注意

喚起レベル 

メッシュごとに重要種と集団飛来地のランクを合計し

注意喚起レベルを決定 

注意喚起レベル A1：メッシュのランク 6 

注意喚起レベル A2：メッシュのランク 5 

注意喚起レベル A3：メッシュのランク 3～4 

注意喚起レベル B：メッシュのランク 2 

注意喚起レベル C：メッシュのランク 1 

「環境アセスメントデー

タベース センシティビ

ティマップ」（環境省 HP、

閲覧：令和 2 年 6 月） 

「生物多様性保全の鍵にな

る重要な地域（KBA※2）」（コン

サベーション・インターナシ

ョナル・ジャパン HP、閲覧：

令和 2 年 6 月）に基づく重要

な地域 

世界的にみて絶滅の危機に瀕した種が生息する地域は

重要という考え方である「危機性」と、ある種の存続

が特定の場所に依存している場合、その場所は重要と

いう「非代替性」という世界で統一された選定基準と

なっている 

危機性 ：IUCN※3 のレッドリストの地域絶滅危惧種

（CR、EN、VU）に分類された種が生息／生

育する 

非代替性：a) 限られた範囲にのみ分布している種（RR）

が生息／生育する、b) 広い範囲に分布する

が特定の場所に集中している種が生息／生

育する、c) 世界的にみて個体が一時的に集

中する重要な場所、d) 世界的にみて顕著な

個体の繁殖地、e) バイオリージョンに限定

される種群が生息／生育する 

なお、KBA 選定にあたっては、自然公園（国立公園、国

定公園、都道府県立自然公園）、原生自然環境保全地域、

自然環境保全地域、国指定及び都道府県指定鳥獣保護

区、森林生態系保護地域を保護地域とみなしている。 

「Key Biodiversity Area

生物多様性保全の鍵にな

る重要な地域」（コンサベ

ーション・インターナショ

ナル・ジャパン HP、閲覧：

令和 2 年 6 月） 

注：表中の※については、以下のとおりである。 

※1：それぞれの環境に生きている生物全体 

※2：Key Biodiversity Area の略称 

※3：国際自然保護連合の略称 

 

表 4.3-18 注目すべき生息地 

名称 選定基準 区分 

－ 
「環境アセスメントデータベース センシティビ

ティマップ」 

重要種のチュウヒの生息が確認されているため、

注意喚起レベル A3 に該当する 

能登 

半島 
生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA※1） 

危機性：IUCN※2のレッドリストの地域絶滅危惧種

（EN）に分類された種が生息／生育する 

城山 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律」（平成 14 年法律第 88 号、最終改正：平

成 27 年 3 月 31 日） 

都道府県指定鳥獣保護区 

注：表中の※については以下のとおりである。 

※1：Key Biodiversity Area の略称 

※2：国際自然保護連合の略称 

「令和元年度石川県鳥獣保護区等位置図」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「重要野鳥生息地（IBA）」（日本野鳥の会 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「環境アセスメントデータベース センシティビティマップ」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）」（コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP、

閲覧：令和 2 年 6 月）                                 より作成  
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図 4.3-6 動物の注目すべき生息地  

「令和元年度石川県鳥獣保護区等位置図」（石川
県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「環境アセスメントデータベース センシティビティ
マップ」（環境省 HP、閲覧：令和 2年 6月） 

「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）」（コ
ンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP、
閲覧：令和 2年 6月）                    より作成 
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③  専門家等へのヒアリング 

文献その他の資料の収集のみでは得られない動物の状況について、事業実施措定区域及び

その周囲における広い範囲での生息情報等を把握するため、専門家等へのヒアリングを実施

した。 

ヒアリングの結果、事業実施想定区域の周囲に生息する重要な種及び注目すべき生息地に

ついて表 4.3-19 に示す情報が得られた。 

 

表 4.3-19(1) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 A） 

意見聴取日：令和 2 年 3 月 27 日 

専 門 

分 野 
概 要 

動 物 

（コウモリ類） 

【所属：自然保護団体 会長】 

<周辺の生息状況について> 

・周辺の状況として、志賀町の採掘跡に越冬ねぐら及びコロニーがある。キクガシラコウモリ、

コキクガシラコウモリが主体で、その他にはモモジロコウモリとユビナガコウモリが確認さ

れている。 

・区域の西側に位置する高爪山周辺では、19kHz のヤマコウモリの鳴き声を記録し、テングコウ

モリもしくはコテングコウモリが写真に撮られている。 

・宝達山には、自然林が若干残っており、ヒナコウモリが捕獲されている。 

・キクガシラコウモリやコキクガシラコウモリ、モモジロコウモリ、テングコウモリ、コテング

コウモリ、アブラコウモリについては、バットストライクの心配は少ないと考えられる。 

・渡りをして、かつ高空を飛翔する種で、区域周辺に生息可能な種は、ヒナコウモリ・ユビナガ

コウモリ・ヤマコウモリ・ヒメヒナコウモリ・オヒキコウモリである。なお、クビワコウモリ

は、同様に高空を飛翔するが、区域周辺には生息しないと考えられる。 

・ヒメヒナコウモリとオヒキコウモリは未確定である。舳倉島で採集されたヒメヒナコウモリの

死体は、北海道で確認された繁殖集団と同じ遺伝子集団であったことから、大陸の個体とは違

うようである。北海道からの移動を考えると、陸地伝いに移動した時は、対象事業実施区域周

辺を通過する可能性があり、生息する可能性がある。オヒキコウモリは生息しないとは言い切

れない状況である。 

・ヒナコウモリは秋にまとまった移動が見られる、十分な注意が必要である。 

・ユビナガコウモリは、珠洲神社で 3 月のみ確認されている。 

 

<その他意見> 

・どのようなコウモリが生息するか、捕獲調査を実施し、把握することが必要である。 

・高空の飛翔状況を把握できる音声モニタリング調査は必要である。その結果からも、できるだ

け種までの確認を行うことが、予測評価につながると考える。 
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表 4.3-19(2) 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 B） 

意見聴取日：令和 2 年 5 月 18 日 

専 門 

分 野 
概 要 

動 物 

（鳥類） 

【所属：NPO 法人自然保護団体 顧問】 

・猛禽類は、ミサゴ、ハチクマ、オオタカ、サシバ、ノスリ、ハヤブサなどが生息し、繁殖する

可能性がある。 

・クマタカは、七尾市の南部の山系で年間を通して出現しており、繁殖している可能性がある。

また、奥能登（輪島など）でも若い個体を中心に頻繁に確認され始めている。事業実施想定区

域では、確認記録はないものの、今後は生息が確認される可能性がある。 

・渡り鳥のうち、猛禽類については、日本列島のメインとなるルート上からは、事業実施想定区

域は離れており、能登半島を渡りとして抜けていく猛禽類は少ない。ただ、ノスリは河北潟付

近から能登半島を抜け、佐渡島を通過し、カラフトまで移動しているとの鳥学会での報告もあ

り、個体としては少ないが、移動ルートにはなっている。 

・ガン類やハクチョウ類については、ガン類が珠洲市から七尾湾を通過し、羽咋方面へ移動する

小群が確認されている。鳥類研究所の調査では、宍道湖のコハクチョウが能登半島を北上して

いる。輪島市の北にある七つ島で、11 月にガン類が飛翔しているのを確認しており、ルートは

特定できていないが、大陸と直接行き来している可能性もある。以上のように大きな群れや回

数は少ないものの、移動のルートにはなっている。 

・この地域は、50 年ほど前までは密猟地帯であったことから、多くの小鳥類の個体が通過すると

推測されるが、特定のルートははっきりしておらず、現状では、海岸沿いを飛翔し、標高の低

い丘陵地などを越えてるのが確認されているものの、半島全体がルートになっていると推測さ

れる。 

・重要種の中では、ミゾゴイが生息している可能性が高い。 

・方法書以降のヒアリング等は協力できる。 
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2. 予 測 

予測手法 

文献その他の資料調査結果及び専門家等へのヒアリング結果から、各種の生態特性等を基に、

生息環境を整理した。これらを踏まえ、直接改変による生息環境の変化に伴う影響について予

測した。 

 

予測地域 

事業実施想定区域とした。 

 

予測結果 

文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域の重ね合わせを行った結果は、図

4.3-7、現存植生図の凡例は表 4.3-20 のとおりである。 

事業実施想定区域には主にスギ・ヒノキ・サワラ植林が広範囲に広がっており、その中にユ

キグニミツバツツジ－コナラ群集及び落葉広葉低木群落が分布しているほか、一部にはススキ

群団（Ｖ）及び路傍・空地雑草群落が分布している。そのほかには、水田雑草群落が帯状に分

布している。 

これらのことから、事業実施想定区域内の環境は、主に樹林（針葉樹林、広葉樹林）と乾性

草地（ススキ、路傍・空地雑草等）、湿性草地（水田雑草群落等）を基盤に成立していると考

えられる。 

 

①  動物の重要な種 

植生の分布状況を踏まえ、直接的な改変による生息環境の変化に伴う動物の重要な種に対

する影響を予測した。予測結果は表 4.3-21 のとおりである。 

樹林に生息する種（哺乳類 2 種、鳥類 16 種、昆虫類 30 種、陸産貝類 4 種）、乾性草地に

生息する種（鳥類 2 種、昆虫類 19 種）、湿性草地に生息する種（鳥類 4 種、昆虫類 12 種、

陸産貝類 2 種）、樹林及び乾性草地に生息する種（鳥類 5 種、爬虫類 1 種、昆虫 1 種）、樹

林、乾性草地及び湿性草地に生息する種（鳥類 1 種）、樹林、湿性草地及び河川といった水

域に生息する種（鳥類 3 種、両生類 2 種、昆虫類 2 種）、樹林及び河川等といった水域に生

息する種（鳥類 2 種、両生類 1 種、昆虫類 1 種）、乾性草地及び湿性草地に生息する種（鳥

類 7 種）、乾性草地及び河川等といった水域に生息する種（鳥類 1 種）、乾性草地、湿性草

地及び河川等といった水域に生息する種（鳥類 2 種）、湿性草地及び河川等といった水域に

生息する種（鳥類 18 種、両生類 1 種、昆虫類 12 種）については、事業実施想定区域内に主

な生息環境が存在し、その一部が改変される可能性があることから、生息環境の変化に伴う

影響が生じる可能性があると予測する。一方、河川、池沼、海域といった水域を主として生

息する種（鳥類 26 種、爬虫類 1 種、両生類 1 種、昆虫類 10 種、魚類 13 種、淡水産貝類 12

種）については、事業実施想定区域内に主な生息環境が存在し、風力発電機の設置及びそれ

に伴う地形改変により、降雨時の土砂流入が生じた場合、水質、水の濁り等といった生息環

境への影響が考えられる。しかし、河川、池沼等といった水域は直接改変を行わないこと、

沈砂池の設置等により濁水の流出を防止するといった環境保全措置を講じることから、生息

環境の変化に伴う影響が生じる可能性は小さいと予測する。また、市街地に生息する種（昆
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虫類 1 種）及び砂浜・河口等の裸地に生息する種（昆虫類 13 種、陸産貝類 2 種）について

は、事業実施想定区域内に主な生息環境が存在しないことから、生息環境の変化に伴う影響

が生じる可能性はないと予測する。 
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図 4.3-7（1） 文献その他の資料による現存植生図  

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 

6・7 回（1999～2012/2013～）」（環境省 HP、

閲覧:令和 2 年 6 月）       より作成 ※植生図の凡例は表 4.3-20 に対応する。 
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図 4.3-7（2） 文献その他の資料による現存植生図（拡大図 1）  

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 

6・7 回（1999～2012/2013～）」（環境省 HP、

閲覧:令和 2 年 6 月）       より作成 

※植生図の凡例は表 4.3-20 に対

応する。 
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図 4.3-7（3） 文献その他の資料による現存植生図（拡大図 2）  

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 

6・7 回（1999～2012/2013～）」（環境省 HP、

閲覧:令和 2 年 6 月）       より作成 

※植生図の凡例は表 4.3-20 に対

応する。 
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図 4.3-7（4） 文献その他の資料による現存植生図（拡大図 3）  

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 

6・7 回（1999～2012/2013～）」（環境省 HP、

閲覧:令和 2 年 6 月）       より作成 

※植生図の凡例は表 4.3-20 に対

応する。 
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表 4.3-20 現存植生図凡例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：1．図中 No.は図 4.3-7 の現存植生図内の番号に対応する。 

2．凡例コードとは、「生物多様性情報システム自然環境保全基礎調査 植

生調査（植生自然度調査）」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 6 月）の 1/25,000

現存植生図に示される 6 桁の統一凡例番号（凡例コード）である。 

3．植生自然度の区分は、「1/2.5 万植生図を基にした植生自然度について」

（環境省、平成 28 年）の 1/25,000 植生図に示されるものに基づく。 
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表 4.3-21(1) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類 主な生息環境 種名 影響の予測結果 

哺乳類 樹林 

ヤマコウモリ、カモシカ 

（2 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環

境が存在し、その一部が改変され

る可能性があることから、生息環

境の変化に伴う影響が生じる可能

性があると予測する。 

事業実施想定区域上空を利用する

可能性がある種については、施設

の稼働に伴いバットストライクが

生じる可能性があると予測する。 

鳥類 

樹林 

ウズラ、ヤマドリ、ミゾゴイ、ヨタカ、ハリオアマツ

バメ、ハチクマ、オオコノハズク、コノハズク、アオ

バズク、アカショウビン、ブッポウソウ、サンショウ

クイ、サンコウチョウ、チゴモズ、キバシリ、ノジコ 

（16 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環

境が存在し、その一部が改変され

る可能性があることから、生息環

境の変化に伴う影響が生じる可能

性があると予測する。 

事業実施想定区域上空を利用する

可能性がある種については、施設

の稼働に伴いバードストライクが

生じる可能性があると予測する。 

乾性草地 
コシアカツバメ、マキノセンニュウ 

（2 種） 

湿性草地 
ヨシゴイ、オオヨシゴイ、シマクイナ、コジュリン 

（4 種） 

樹林 

乾性草地 

ハイタカ、オオタカ、サシバ、ノスリ、アカモズ 

（5 種） 

樹林 

乾性草地 

湿性草地 

ヤマシギ 

（1 種） 

樹林 

湿性草地 

河川、海域等 

ササゴイ、チュウサギ、トキ 

（3 種） 

樹林 

河川、海域等 

オシドリ、ミサゴ 

（2 種） 

乾性草地 

湿性草地 

マナヅル、クロヅル、ナベヅル、ケリ、オオジシギ、

チュウヒ、セッカ 

（7 種） 

乾性草地 

河川、海域等 

ハヤブサ 

（1 種） 

乾性草地 

湿性草地 

河川、海域等 

コシャクシギ、ツバメチドリ 

（2 種） 

湿性草地 

河川、海域等 

ヒシクイ、マガン、ツクシガモ、アカツクシガモ、ヨ

シガモ、トモエガモ、コウノトリ、カラシラサギ、ク

ロトキ、ヘラサギ、クロツラヘラサギ、ヒクイナ、セ

イタカシギ、ツルシギ、アカアシシギ、タカブシギ、

イソシギ、タマシギ 

（18 種） 
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表 4.3-21(2) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類 主な生息環境 種名 影響の予測結果 

鳥類 河川、海域等 

サカツラガン、コクガン、アカハジロ、シノリガモ、

ビロードキンクロ、ホオジロガモ、カワアイサ、ウミ

アイサ、カンムリカイツブリ、アカアシカツオドリ、

ヒメウ、クロサギ、イカルチドリ、シロチドリ、オオ

ソリハシシギ、ホウロクシギ、ハマシギ、ヘラシギ、

ズグロカモメ、オオセグロカモメ、コアジサシ、ウミ

ガラス、ウミスズメ、カンムリウミスズメ、オジロワ

シ、オオワシ 

（26 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環

境が存在するが、河川・海域等の水

域は直接の改変を行わないことか

ら、直接改変による生息環境の変

化はないと予測する。 

事業実施想定区域上空を利用する

可能性がある種については、施設

の稼働に伴いバードストライクが

生じる可能性があると予測する。 

爬虫類 

河川、池沼等 

ニホンイシガメ 

（1 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環

境が存在するが、河川・池沼等の水

域は直接の改変を行わないことか

ら、直接改変による生息環境の変

化はないと予測する。 

樹林 

乾性草地 

シロマダラ 

（1 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環

境が存在し、その一部が改変され

る可能性があることから、生息環

境の変化に伴う影響が生じる可能

性があると予測する。 

両生類 

樹林 

河川、湖沼等 

ヒダサンショウウオ 

（1 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環

境が存在し、その一部が改変され

る可能性があることから、生息環

境の変化に伴う影響が生じる可能

性があると予測する。 

樹林 

湿性草地 

河川、湖沼等 

ホクリクサンショウウオ、クロサンショウウオ 

（2 種） 

湿性草地 

河川、湖沼等 

アカハライモリ 

（1 種） 

河川、湖沼等 

トノサマガエル 

（1 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環

境が存在し、風力発電機の設置及

びそれに伴う地形改変により、降

雨時の土砂流入が生じた場合、水

質、水の濁り等といった生息環境

への影響が考えられる。しかし、河

川、池沼等といった水域は直接改

変を行わないこと、沈砂池の設置

等により濁水の流出を防止すると

いった環境保全措置を講じること

から、生息環境の変化に伴う影響

が生じる可能性は小さいと予測す

る。 

昆虫類 樹林 

オオゴキブリ、ヒナカマキリ、ホシチャバネセセリ、

オオチャバネセセリ、キマダラルリツバメ、コムラサ

キ、クロヒカゲモドキ、オオムラサキ、ギフチョウ、

オオシモフリスズメ、ヒメシロシタバ、ハネナガモク

メキリガ、ネグロクサアブ、タケウチケブカミバエ、

セアカオサムシ、オオセンチコガネ、オオクワガタ、

ヒメオオクワガタ、チビクワガタ、アカマダラハナム

グリ、ダイコクコガネ、オオチャイロハナムグリ、オ

オコブスジコガネ、アオマダラタマムシ、ヒメボタル、

ニセリンゴカミキリ、ヨツボシカミキリ、トラフカミ

キリ、モンスズメバチ、クロマルハナバチ 

（30 種） 

事業実施想定区域内に主な生息環

境が存在し、その一部が改変され

る可能性があることから、生息環

境の変化に伴う影響が生じる可能

性があると予測する。 
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表 4.3-21(3) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類 主な生息環境 種名 影響の予測結果 

昆虫類 

乾性草地 

ゴミアシナガサシガメ、ズイムシハナカメムシ、アカ

セセリ、ギンイチモンジセセリ、チャマダラセセリ、

ヘリグロチャバネセセリ、クロシジミ、ミヤマシジミ、

シルビアシジミ、ウラギンスジヒョウモン、オオウラ

ギンヒョウモン、オオミスジ、ツマグロキチョウ、ヤ

マキチョウ、スキバホウジャク、ホソハンミョウ、ヤ

マトモンシデムシ、ヤマトオサムシダマシ、フサヒゲ

ルリカミキリ 

（19 種） 

事業実施想定区域内に主な生息

環境が存在し、その一部が改変さ

れる可能性があることから、生息

環境の変化に伴う影響が生じる

可能性があると予測する。 

湿性草地 

モートンイトトンボ、ウスバカマキリ、クマコオロギ、

ヤマトセンブリ、ガマヨトウ、オオサカアオゴミムシ、

キベリマルクビゴミムシ、フタモンマルクビゴミム

シ、オオトックリゴミムシ、オオヒョウタンゴミムシ、

オオルリハムシ、イネネクイハムシ 

（12 種） 

樹林 

乾性草地 

エサキムカシハナバチ 

（1 種） 

樹林 

湿性草地 

河川、湖沼等 

オツネントンボ、ネアカヨシヤンマ 

（2 種） 

樹林 

河川、湖沼等 

キイロサナエ 

（1 種） 

湿性草地 

河川、湖沼等 

アオハダトンボ、アオヤンマ、マダラヤンマ、ヒラサ

ナエ、ホンサナエ、キトンボ、タガメ、ゲンゴロウ、

ケシゲンゴロウ、キベリクロヒメゲンゴロウ、ミズス

マシ、ガムシ 

（12 種） 

市街地 
ヤマトアシナガバチ 

（1 種） 

事業実施想定区域内に主な生息

環境は存在しないことから、生息

環境の変化に伴う影響が生じる

可能性はないと予測する。 

 
砂浜・河口等の

裸地 

カワラバッタ、イカリモンハンミョウ、シロヘリハン

ミョウ、ハラビロハンミョウ、カワラハンミョウ、ア

イヌハンミョウ、ルイスハンミョウ、イソジョウカイ

モドキ、アケボノクモバチ、ムツボシクモバチ、フタ

モンクモバチ、アオスジクモバチ、キアシハナダカバ

チモドキ 

（13 種） 

河川、池沼等 

ミヤケミズムシ、コオイムシ、ヒメミズカマキリ、ク

ロゲンゴロウ、コガタノゲンゴロウ、マルガタゲンゴ

ロウ、キベリマメゲンゴロウ、オオミズスマシ、コガ

ムシ、シジミガムシ 

（10 種） 

事業実施想定区域内に主な生息

環境が存在し、風力発電機の設置

及びそれに伴う地形改変により、

降雨時の土砂流入が生じた場合、

水質、水の濁り等といった生息環

境への影響が考えられる。しか

し、河川、池沼等といった水域は

直接改変を行わないこと、沈砂池

の設置等により濁水の流出を防

止するといった環境保全措置を

講じることから、生息環境の変化

に伴う影響が生じる可能性は小

さいと予測する。 
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表 4.3-21(4) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類 主な生息環境 種名 影響の予測結果 

陸産貝類 

樹林 

ナミコギセル、コシタカコベソマイマイ、ヤマタカマ

イマイ、ケハダビロウドマイマイ 

（4 種） 

事業実施想定区域内に主な生息

環境が存在し、その一部が改変さ

れる可能性があることから、生息

環境の変化に伴う影響が生じる

可能性があると予測する。 

湿性草地 
ナガオカモノアラガイ、オオヒラベッコウ 

（2 種） 

砂浜・河口等 

イツマデガイ、ヒメオカマメタニシ 

（2 種） 

事業実施想定区域内に主な生息

環境は存在しないことから、生息

環境の変化に伴う影響が生じる

可能性はないと予測する。 

 

魚類 河川、海域等 

スナヤツメ類、ニホンウナギ、ヤリタナゴ、ミナミア

カヒレタビラ、ドジョウ、ヤマメ、イトヨ、キタノメ

ダカ、カマキリ、カジカ、シロウオ、シンジコハゼ、

ジュズカケハゼ 

（13 種） 

事業実施想定区域内に主な生息

環境が存在し、風力発電機の設置

及びそれに伴う地形改変により、

降雨時の土砂流入が生じた場合、

水質、水の濁り等といった生息環

境への影響が考えられる。しか

し、河川、池沼等といった水域は

直接改変を行わないこと、沈砂池

の設置等により濁水の流出を防

止するといった環境保全措置を

講じることから、生息環境の変化

に伴う影響が生じる可能性は小

さいと予測する。 

淡水産 

貝類 
河川等 

マルタニシ、オオタニシ、ナタネミズツボ、カワザン

ショウガイ、マメタニシ、ヒラマキミズマイマイ、カ

ワシンジュガイ、カラスガイ、オバエボシガイ、イシ

ガイ、カタハガイ、マツカサガイ 

（12 種） 

事業実施想定区域内に主な生息

環境が存在し、風力発電機の設置

及びそれに伴う地形改変により、

降雨時の土砂流入が生じた場合、

水質、水の濁り等といった生息環

境への影響が考えられる。しか

し、河川等といった水域は直接改

変を行わないこと、沈砂池の設置

等により濁水の流出を防止する

といった環境保全措置を講じる

ことから、生息環境の変化に伴う

影響が生じる可能性は小さいと

予測する。 

注：種名及び配列については原則として、鳥類は「日本鳥類目録 改訂第 7 版」（日本鳥学会、平成 24 年）、両生類、

爬虫類、昆虫類、魚類「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」（河川環境データベ

ース 国土交通省、令和元年）、昆虫類は「日本産昆虫総目録」（九州大学、平成元年）、陸産貝類、淡水産貝類

は「日本産野生生物目録 無脊椎動物編Ⅲ」（環境庁、平成 10 年）に準拠した。 
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②  動物の注目すべき生息地 

植生の分布状況を踏まえ、改変に伴う動物の注目すべき生息地に対する影響を予測した。 

事業実施想定区域は、センシティビティマップの「注意喚起レベル A3（重要種のチュウヒ

の分布情報）」のメッシュの一部に含まれ、「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」

には「（選定基準：危険性）能登半島」として全域が含まれていることから、施設の配置（風

力発電機等）などの事業計画によっては、動物の注目すべき生息地の一部が改変されること

により、事業実施による影響が生じる可能性があると予測する。 

なお、鳥獣保護区については、事業実施想定区域に含まれていないことから、事業実施に

よる影響が生じる可能性はないと予測する。 
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3. 評 価 

評価手法 

予測結果を基に、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働が動物の重要な種及び注目すべ

き生息地に与える重大な影響を実行可能な範囲内で回避又は低減できるかを評価した。 

 

評価結果 

河川、湖沼及び海岸等の水域環境を主な生息環境とする重要な種については、事業実施想定

区域に主な生息環境が存在するが、河川、湖沼及び海岸等の水域環境は直接改変を行わないこ

とから、直接改変による生息環境の変化はないと評価する。 

一方、樹林、乾性草地、湿性草地等を主な生息環境とする動物の重要な種及び動物の注目す

べき生息地においては、その一部が直接改変される可能性があることから、生息環境の変化に

伴う影響が生じる可能性がある。 

また、コウモリ類や鳥類については、事業実施想定区域上空を利用する可能性があることか

ら、施設の稼働に伴うバットストライク及びバードストライクの発生する可能性や、施設の存

在により移動が制限される可能性があると評価する。 

なお、事業実施想定区域は、センシティビティマップの「注意喚起レベル A3（重要種のチュ

ウヒの分布情報）」のメッシュに含まれ、「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」には

「（選定基準：危険性）能登半島」として全域が含まれていることから、施設の配置（風力発電

機等）などの事業計画によっては、動物の注目すべき生息地の一部が改変されることにより、

事業実施による影響が生じる可能性がある。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す事項に

留意することにより、重大な影響の回避又は低減を図る。 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、重要な種に対する影響の程度を適切に予測す

る。 

・特に猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境省、平成 24 年）、「サ

シバの保護の進め方」（環境省、平成 25 年）等に準拠して生息状況の調査を実施する。 

・猛禽類及び小鳥類等の渡りの移動ルートに留意し、移動状況を把握するとともに、飛翔高

度にも留意した調査を実施する。 

・コウモリ類については、捕獲調査によりコウモリ相を把握するとともに、飛翔高度にも留

意した調査を実施する。 

・施設の整備時には主に既存道路を利用し、新設道路を整備する場合には、拡幅面積を縮小

するといった環境保全措置を講じる。 

・施設の稼働による影響として、猛禽類等の鳥類、渡り鳥及びコウモリ類が事業実施想定区

域上空を利用することに対しての影響が想定されるものの、風力発電機設置位置等の情報

が必要となるため、事業計画の熟度が高まる方法書以降の手続きにおいて、適切に調査、予

測及び評価を実施する。 

・土地の改変及び風力発電機の設置による濁水等の流入が生じないよう、沈砂池等の濁水防

止設備の設置すること、設置した沈砂池を残すことにより、濁水の流出を防止するといっ

た環境保全措置を講じる。 
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4.3.4 植物 

1. 調 査 

調査手法 

植物及び植物群落の分布状況について、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングによ

り調査した。 

 

調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（図 4.3-8 の範囲）とした。 

 

調査結果 

重要な種及び重要な植物群落は、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより確認

された種について、表 4.3-22 の選定基準に基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。 
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表 4.3-22(1) 植物の重要な種及び重要な植物群落の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 
重要 
な種 

重要な 
群落 

① 「文化財保護法」（昭和 25

年法律第 214 号、最終改

正：平成 26 年 6 月 13 日）

に基づく天然記念物 

「石川県文化財保護条例」

（昭和 32 年石川県条例第

41 号）、「七尾市文化財保護

条例」（平成 16 年七尾市条

例第 111 号）、「輪島市文化

財保護条例」(平成 18 年輪

島市条例第 114 号)、「穴水

町文化財保護条例」（昭和 51

年穴水町条例第 11 号）及び

「志賀町文化財保護条例」

（平成 17 年志賀町条例第

109号）に基づく天然記念物 

特天：特別天然記念物 

国天：天然記念物 

県天：石川県指定天然記念物 

七天：七尾市指定天然記念物 

輪天：輪島市指定天然記念物 

穴天：穴水町指定天然記念物 

志天：志賀町指定天然記念物  

「国指定文化財等デー

タベース」（文化庁 HP、

閲覧：令和 2 年 6 月）

「いしかわ文化財ナ

ビ」（石川県 HP、閲覧：

令和 2 年 6 月） 

「七尾市内の指定・登

録文化財」（七尾市 HP、

閲覧：令和 2 年 6 月）、

「輪島市の文化財」(輪

島市 HP、閲覧：令和 2

年 6 月)、「穴水町の文

化財」（穴水町教育委員

会、昭和 60 年）、「志賀

町が指定する文化財」

（志賀町 HP、閲覧：令

和 2 年 6 月） 

○ ○ 

② 「絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する

法律」（平成 4 年法律第 75

号、最終改正：令和元年 6 月

14 日）及び「絶滅のおそれ

のある野生動植物の種の保

存に関する法律施行令」（平

成 5 年政令第 17 号、最終改

正：令和 2 年 1 月 22 日）に

基づく国内希少野生動植物

等 

国内：国内希少野生動植物種 

特一：特定第一種国内希少野生動植物種 

特二：特定第二種国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

「絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保存

に関する法律施行令」

（平成 5年政令第 17号

最終改正：令和 2年 1月

22 日） ○  

③ 「 環 境 省 レ ッ ド リ ス ト

2020」（環境省、令和 2 年）

の掲載種 

EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと

考えられる種 

EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下、あるいは自

然分布域の明らかに外側で野生化し

た状態でのみ存続している種 

CR+EN：絶滅危惧 IA 類･･･ごく近い将来に

おける野生での絶滅の危険性が極

めて高いもの 

EN：絶滅危惧 IB 類･･･IA 類ほどではない

が、近い将来における野生での絶滅の

危険性が高いもの 

VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大し

ている種 

NT：準絶滅危惧･･･現時点での絶滅危険度

は小さいが、生息条件の変化によって

は「絶滅危惧」に移行する可能性のあ

る種 

DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不

足している種 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地

域的に孤立している個体群で、絶滅の

おそれが高いもの 

「環境省レッドリスト

2020 の公表について」

（環境省 HP、閲覧：令

和 2 年 6 月） 

○  
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表 4.3-22(2) 植物の重要な種及び重要な植物群落の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 
重要 
な種 

重要な 
群落 

④ 「改訂・石川県の絶滅のお

それのある野生生物 いし

かわレッドデータブック<

植物編>2010」（石川県、平成

22 年）の掲載種及び掲載群

落 

EX：絶滅･･･石川県ではすでに絶滅したと
考えられる種 

EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下でのみ存続
している種 

CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類･･･絶滅の危機に瀕し

ている種 

VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危機が増大し

ている種 
NT：準絶滅危惧･･･現時点では絶滅危険度

は小さいが、生息条件の変化によって
は「絶滅危惧」に移行する危険性のあ
る種 

DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不
足している種 

LP：地域個体群･･･地域的に孤立しており、
地域レベルでの絶滅のおそれが高い
個体群保護を要する植物群落 

4：緊急に対策必要 
3：対策必要 
2：破壊の危惧 
1：要注意 

「改訂・石川県の絶滅

のおそれのある野生生

物 いしかわレッドデ

ー タ ブ ッ ク < 植 物 編

>2010」（石川県、平成 22

年） 

○ ○ 

⑤ 「ふるさと石川の環境を守

り育てる条例」（平成 16 年

石川県条例第 16 号）の掲載

種 

指定：条例で指定されている希少野生動植

物種 

「石川県指定希少野生

動植物種の指定につい

て」（石川県 HP、閲覧：

令和 2 年 6 月） 

○  

⑥ 「第 2 回自然環境保全基礎

調査動植物分布図」（環境

庁、昭和 56 年）、「第 3 回自

然環境保全基礎調査特定植

物群落調査報告書（全国

版）」（環境庁、昭和 63 年）、

「第 5 回自然環境保全基礎

調査特定植物群落調査報告

書」（環境庁、平成 12 年）

に掲載されている特定植物

群落 

A：原生林もしくはそれに近い自然林 

B：国内若干地域に分布するが､極めて稀な

植物群落または個体群 

C：比較的普通に見られるものであっても､

南限・北限・隔離分布等分布限界になる

産地に見られる植物群落または個体群 

D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿

地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特

有な植物群落または個体群で、その群

落の特徴が典型的なもの 

E：郷土景観を代表する植物群落で､特にそ

の群落の特徴が典型的なもの 

F：過去において人工的に植栽されたこと

が明らかな森林であっても､長期にわ

たって伐採等の手が入っていないもの 

G：乱獲､その他人為の影響によって､当該

都道府県内で極端に少なくなるおそれ

のある植物群落または個体群 

H：その他、学術上重要な植物群落または個

体群 

「第 2 回自然環境保全

基礎調査動植物分布

図」（環境庁、昭和 56

年）、第 3 回自然環境保

全基礎調査特定植物群

落調査報告書（全国

版）」（環境庁、昭和 63

年）、「第 5 回自然環境

保全基礎調査特定植物

群落調査報告書」（環境

庁、平成 12 年） 
 ○ 

⑦ 「植物群落レッドデータ・

ブック」（NACS-J,WWF Japa

n、平成8年）に掲載の植物群

落 

4：緊急に対策必要 

3：対策必要 

2：破壊の危惧 

1：要注意 

「植物群落レッドデー

タ・ブック」(NACS-J,W

WF Japan、平成8年） 
 ○ 
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①  重要な種の分布状況 

重要な種については、表 4.3-23 のとおり、90 科 302 種であったが、事業実施想定区域に

おける確認位置情報は得られなかった。 

なお、重要な種の生育環境については、「改訂・石川県の絶滅のおそれのある野生生物 い

しかわレッドデータブック<植物編>2010」（石川県、平成 22 年）、「レッドデータブック

2014－日本の絶滅のおそれのある野生生物－8 植物Ⅰ（維管束植物）」（環境省、平成 27

年）等を参照した。 
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表 4.3-23(1) 文献その他の資料による植物の重要な種 

№ 分類 科名 種名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

1 シダ植物 ヒカゲノカズラ ミズスギ 
   

VU 
 

湿地、林道の法面、水
田の土手 

2 
 

イワヒバ イワヒバ 
   

VU 
 

岩上、岸壁、渓流の岸
壁 

3 
 

ハナヤスリ ナガホノナツノハナワラビ 
   

NT 
 

山地のやや湿った林床 

4 
  

ナツノハナワラビ 
   

NT 
 

湿度の高い深山の半陰
地 

5 
 

 コヒロハハナヤスリ 
   

VU 
 

境内、野原、路傍、墓
地、庭園 

6 
 

マツバラン マツバラン 
  

NT EX 
 

樹上、岩上、岩隙、地
上 

7 
 

サンショウモ オオアカウキクサ 
  

EN CR+EN 
 

湿田、池沼 
8 

  
サンショウモ 

  
VU CR+EN 

 
水田、池沼 

9 
 

イノモトソウ タチシノブ 
   

NT 
 

山地林下、向陽の山
麓、林縁 

10 
 

 イノモトソウ 
   

NT 
 

人家周辺の路傍、石垣 
11 

 
チャセンシダ チャセンシダ 

   
NT 

 
山麓の岩の割れ目、村
落の石垣 

12 
 

ヒメシダ コハシゴシダ 
   

NT 
 

林縁や路傍、人家の石
垣 

13 
  

イブキシダ 
   

VU 
 

河川流域岸辺、川沿い
の林縁 

14 
  

ハシゴシダ 
   

NT 
 

それほど深くない森林
の林床 

15 
 

ヌリワラビ ヌリワラビ 
   

NT 
 

低山から山地の林下の
やや湿った地上 

16 
 

シシガシラ オサシダ 
   

NT 
 

やせ尾根や林下の岩上 
17 

 
メシダ タカオシケチシダ 

   
VU 

 
林下の湿ったところ 

18 
 

 サキモリイヌワラビ 
   

NT 
 

山地の林下 
19 

 
 ヘラシダ 

   
NT 

 
山地の湿った林床、渓
流沿い 

20   オオヒメワラビモドキ    NT  林縁、湿った林床 
21   シロヤマシダ    NT  暖地の湿った林床 
22 

 
 ノコギリシダ 

   
NT 

 
二次林やスギ植林内 

23 
 

オシダ ハカタシダ 
   

NT 
 

乾いた林中の崖下、林
床 

24 
 

 ヒロハヤブソテツ 
   

CR+EN 
 

岩の多い林下や林縁 
25 

 
 ミヤコヤブソテツ 

   
NT 

 
山林中の岩地 

26 
 

 ツクシイワヘゴ 
   

VU 
 

樹林下 
27   ワカナシダ    CR+EN  山林下の渓側や陰湿な

場所 
28   キヨズミオオクジャク    VU  樹林下 
29   タニヘゴ    VU  湿地、森林 
30   ツヤナシイノデ    CR+EN  樹林下の陰湿な地上 
31   サイゴクイノデ    NT  山地の林床 
32   イノデモドキ    NT  二次林、スギ植林内 
33   ヒメカナワラビ    NT  林床の斜面や岩場、川

沿い 
34  ウラボシ マメヅタ    NT  樹幹、岩上、石垣 
35   クラガリシダ   EN EX  原生林中の樹幹 
36   ヒメノキシノブ    VU  樹上、岩上 
37   ヒメサジラン    NT  森林内の陰湿な岩の側

面 
38   カラクサシダ    NT  林内の岩や古木の側面 
39   ミツデウラボシ    NT  岩上、崖地、道端、畑

のへり 
40 裸子植物 マキ イヌマキ    DD  照葉樹林 
41  ヒノキ ハイネズ    VU  日本海沿岸部 
42   ネズミサシ    NT※  アカマツ-コナラ林内 
43   ヒノキアスナロ    VU  ブナクラス域の下部 
44  イチイ キャラボク    NT  深山 
45 基部被子植物 ジュンサイ ジュンサイ    NT  浅い池沼 
46  スイレン コウホネ    NT  池沼 
47   ヒツジグサ    NT  池沼 

  



 

4.3-49 

(282) 
 

表 4.3-23(2) 文献その他の資料による植物の重要な種 

№ 分類 科名 種名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

48 基部被子植物 マツブサ シキミ    NT  照葉林帯、夏緑林帯 
49 モクレン類 ドクダミ ハンゲショウ    NT  小川、水溝、湿地 
50  ウマノスズクサ ウマノスズクサ    VU  土手の草地、やぶの付

近 
51   フタバアオイ    VU  湿った樹陰の林床 
52   ウスバサイシン    VU  落葉広葉樹林下の林床 
53  クスノキ カゴノキ    CR+EN  モミ林 
54   イヌガシ    CR+EN  急斜面のモミ林、森林 
55 単子葉類 サトイモ ミズバショウ    NT  湿地の山地 
56   ヒメザゼンソウ    NT  湿地及び周辺部 
57  オモダカ アギナシ   NT CR+EN  湿地、溝 
58  トチカガミ スブタ   VU VU  湿地、休耕田、溝 
59   クロモ    VU  水田の水路 
60   トチカガミ   NT CR+EN  富栄養性の湖沼、池、

溝 
61   ムサシモ   EN DD  池沼 
62   ホッスモ    VU  池沼、溝 
63   イバラモ    CR+EN  池沼、河川 
64   トリゲモ   VU DD  池沼 
65   ミズオオバコ   VU VU  貯水池、溜池 
66   セキショウモ    CR+EN  水路、溜池、河川 
67  シバナ シバナ   NT VU  海岸の塩沼地 
68  ヒルムシロ イトモ   NT VU  湖沼、溜池、水路 
69   エビモ    NT  流水域、溜池、湖沼 
70   オヒルムシロ    CR+EN  河川等の流水域、河

川、池沼 
71   ホソバミズヒキモ    VU  池沼 
72   ササバモ    CR+EN  農業用排水路などの流

水域、池沼 
73   リュウノヒゲモ   NT CR+EN  池沼、河川 
74  カワツルモ カワツルモ   NT DD  湖沼、塩湿地、干拓地 
75  ユリ ヤマユリ    CR+EN  山地 
76   ササユリ    NT  丘陵地・山地の草地 
77   コオニユリ    NT  草原、林縁 
78   ホトトギス    CR+EN  山地の半日陰地 
79   アマナ    VU  川辺・田の畔、夏緑樹

林の林床 
80  ラン ムギラン   NT CR+EN  岩上または樹上 
81   エビネ   NT VU  夏緑樹林、雑木林の林

床 
82   ナツエビネ   VU VU  夏緑樹林の林床 
83   ユウシュンラン   VU VU  林床 
84   ギンラン    VU  林床、林縁、林道の路

傍 
85   キンラン   VU CR+EN  林床、林縁、林道の路

傍 
86   ササバギンラン    VU  夏緑樹林、林床、林縁 
87   トケンラン   VU CR+EN  夏緑樹林の林床 
88   クマガイソウ   VU CR+EN  低山の森林内 
89   ツチアケビ    NT  落葉樹林、ササ群落 
90   サワラン    CR+EN  平地や丘陵地の湿地 
91   カキラン    NT  山地の雑木林や日当た

りの良い湿地 
92   オニノヤガラ    NT  山地の森林 
93   アケボノシュスラン    NT  夏緑樹林の林床 
94   ミズトンボ   VU VU  日当たりの良い湿地 
95   ホクリクムヨウラン    VU  照葉樹林の林床 
96   クモキリソウ    NT  疎林の林床 
97   コクラン    CR+EN  常緑樹林の林床 
98   ノビネチドリ    VU  湿った夏緑樹林の林

床、渓畔 
99   ヨウラクラン    DD  樹幹、岩上 
100   ツレサギソウ    CR+EN  日当たりのよい草地や

湿った林床 
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表 4.3-23(3) 文献その他の資料による植物の重要な種 

№ 分類 科名 種名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

101 単子葉類 ラン コケイラン    NT  夏緑樹林等の湿潤な林
床 

102   サギソウ   NT CR+EN 指定 丘陵地の湿地 
103   イイヌマムカゴ   EN VU  山地の林床 
104   ヤマサギソウ    CR+EN  日当たりのよい草地 
105   コバノトンボソウ    VU  日当たりのよい湿った

草原 
106   トンボソウ    VU  山林の林床 
107   トキソウ   NT CR+EN 指定 日当たりのよい湿地 
108   ヤマトキソウ    CR+EN  山地、丘陵の日当たり

のよい草地 
109   ヒトツボクロ    NT  やや乾いた林内 
110   ノハナショウブ    NT  湿地、丘陵地の林縁、

池沼の緑 
111  アヤメ ヒメシャガ   NT NT  林内 
112   カキツバタ   NT DD  日当たりの良い水湿地 
113  ススキノキ ノカンゾウ    CR+EN  原野、溝のふち 
114  ヒガンバナ ヒメニラ    VU  夏緑林の林床 
115  クサスギカズラ クサスギカズラ    CR+EN  海岸近くの草原 
116  ツユクサ ヤブミョウガ    VU  照葉樹林の林床、林縁 
117  ミズアオイ ミズアオイ   NT CR+EN  水路、池沼 
118  ガマ ミクリ   NT VU  河川、池沼、水路 
119   ヒメミクリ   VU VU  池沼、溜池、湿原 
120   コガマ    VU  湖沼、溜池、水路、休

耕田 
121  ホシクサ ホシクサ    VU  水田や水湿地 
122   イトイヌノヒゲ    CR+EN  日当たりのよい湿地や

水辺、田の畔等 
123   シロイヌノヒゲ    VU  湿地、水辺 
124  イグサ イヌイ    VU  海岸砂地 
125  カヤツリグサ ヒゲスゲ    VU  海岸の岩場、斜面 
126   オニスゲ    CR+EN  丘陵地、水湿地 
127   ミヤマジュズスゲ    NT  山地林中 
128   タニガワスゲ    NT  渓流、山地の湿地 
129   タカネマスクサ    NT  森林の林縁、林床 
130   シラコスゲ    VU  林内の水湿地 
131   オオクグ   NT CR+EN  海岸の塩性湿地、湿草

原 
132   ヒトモトススキ    NT  海岸湿地 
133   ハマスゲ    DD  日当たりのよい砂質地 
134   ヒメヌマハリイ    CR+EN  岩石海岸の塩湿地 
135   ノテンツキ    VU  低地や海岸の湿地 
136   アオテンツキ    VU  日当たりの良い湿地 
137   ナガボテンツキ    CR+EN  岩石海岸。砂礫地、塩

湿地 
138   イソヤマテンツキ    VU  岩石海岸 
139   イトイヌノハナヒゲ    CR+EN  日当たりの良い湿地、

池沼畔 
140   オオイヌノハナヒゲ    NT  湿地、池沼畔 
141   コイヌノハナヒゲ    CR+EN  平地の湿地及び池沼畔 
142   ヒメホタルイ    DD  池畔等の浅水中 
143   シズイ    VU  池沼の縁、休耕田の水

湿地 
144   フトイ    VU  池沼の縁、休耕田の浅

水中、水湿地 
145   コシンジュガヤ    VU  池沼の縁、水田の畔、

休耕田の水湿地 
146  イネ チョウセンガリヤス    NT  乾いた林の林床、林縁 
147   ヒナザサ   NT NT  湿地や水辺 
148   オガルカヤ    VU  平地から低山地の乾い

た草地 
149   オオウシノケグサ    VU  亜高山帯から高山帯の

砂礫地や崩壊地 
150   ムツオレグサ    NT  湿田、休耕田、用水

路、溜池畔 
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表 4.3-23(4) 文献その他の資料による植物の重要な種 

№ 分類 科名 種名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

151 単子葉類 イネ ヒロハノドジョウツナギ    VU  池沼の縁、河川、水路
の水湿地 

152   カラフトドジョウツナギ    DD  針葉樹林中の水湿地 
153   アズマガヤ    NT  山地の林内 
154   トウササクサ    NT  林地 
155   タツノヒゲ    VU  低山の湿潤な林床 
156   アイアシ    NT  海辺の湿地、河口、磯

辺 
157   ハマヒエガエリ    CR+EN  平地・海浜の水湿地、

河川敷 
158   ウキシバ    CR+EN  ため池等の水湿地 
159   フゲシザサ    NT  山林 
160   ウシクサ    CR+EN  湿り気のある草地 
161 マツモ目 マツモ マツモ    VU  池沼、河川、水路 
162 真正双子葉類 ケシ ミチノクエンゴサク    NT  山地の林床 
163  メギ ヒロハノヘビノボラズ    VU  山地の乾燥した林内 
164  キンポウゲ イチリンソウ    NT  林縁、林床、草原 
165   ハンショウヅル    NT  林縁や林中 
166   アズマシロカネソウ    NT  山地の湿ったところ 
167   オキナグサ   VU CR+EN 指定 ススキ草原、河原の草

地 
168   ヒメウズ    VU  人里に近い石垣、林縁 
169  ツゲ ツゲ    VU  低山の林縁 
170  ボタン ヤマシャクヤク   NT CR+EN  落葉広葉樹林等の林床 
171  タコノアシ タコノアシ   NT VU  泥湿地、河原、水田 
172  アリノトウグサ ホザキノフサモ    VU  池沼、水路、河川 
173   タチモ   NT CR+EN  山間や丘陵地の栄養が

乏しい池沼 
174   フサモ    VU  池沼、水路 
175  マメ サイカチ    VU  川岸、山地、社寺 
176   エゾノレンリソウ    VU  海岸の草地 
177   イヌハギ   VU DD  海岸林の林縁、草地 
178   オオバタンキリマメ    VU  林縁 
179   センダイハギ    CR+EN 指定 海岸付近の草地 
180  ヒメハギ ヒナノキンチャク   EN CR+EN  山ろくの草地 
181  クロウメモドキ ヨコグラノキ    VU  山地 
182  アサ カラハナソウ    NT  原野、山地、路傍、林

縁 
183  クワ カジノキ    NT  人里近くの山地 
184  バラ エゾツルキンバイ    CR+EN  海岸の塩湿地 
185   クサボケ    DD  草地 
186   オオウラジロノキ    VU  広葉樹林中 
187   カワラサイコ    VU  河川敷、砂浜海岸低木

林縁 
188   ミチノクナシ   EN   二次林、落葉広葉樹林 
189   マルバシャリンバイ    VU  海岸、よく日の当たる

排水の良い場所 
190   ハマナス    NT  海岸の砂地 
191  ブナ ナラガシワ    NT  広葉樹林 
192  トウダイグサ ノウルシ   NT CR+EN  河川敷、田の畦、海岸

付近の湿地 
193   タカトウダイ    NT  林のへり、草原 
194  スミレ アリアケスミレ    NT  湿ったところ 
195   ヒゴスミレ    VU  日当たりの良い草地、

落葉樹林 
196   イソスミレ   VU VU 指定 海岸砂丘、海岸クロマ

ツ林下 
197   アカネスミレ    VU  丘陵や山地草原のやや

乾いた場所 
198  オトギリソウ トモエソウ    VU  日当たりのよいやや湿

った草地 
199   アゼオトギリ   EN DD  山の湿ったところ、田

のあぜ 
200  ミソハギ ミズマツバ   VU VU  水田、湿地 
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表 4.3-23(5) 文献その他の資料による植物の重要な種 

№ 分類 科名 種名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

201 真正双子葉類 ミソハギ ヒメビシ   VU VU  池沼 
202   オニビシ    VU  池沼 
203  アカバナ ウシタキソウ    CR+EN  山地の林下、草地 
204   オオアカバナ   VU EX  湿草原、川岸や谷間の

湿地 
205  ムクロジ ミツデカエデ    NT  山地の湿り気のある不

安定地 
206   カジカエデ    VU  日当たりの良い山腹 
207   モクゲンジ    VU  海岸近くの崖地、砂地 
208   ムクロジ    VU  社叢、山地 
209  ジンチョウゲ ナニワズ    NT  落葉樹林縁 
210  アブラナ コンロンソウ    NT  山地や川辺の水湿地 
211  オオバヤドリギ マツグミ    CR+EN  クロマツやアカマツの

枝、幹 
212  タデ ナガバノウナギツカミ   NT DD  水ぎわ 
213  モウセンゴケ イシモチソウ   NT CR+EN 指定 湿った貧栄養の酸性土

壌 
214  ナデシコ ハマナデシコ    VU  磯浜、礫地、砂浜 
215   ハマハコベ    CR+EN  海岸の砂地、砂礫地 
216   ナンバンハコベ    NT  山野 
217   フシグロセンノウ    VU  林内、湿った伐採地、

半日陰の草地 
218  アジサイ タマアジサイ    NT  谷沿いの林床 
219  サカキ サカキ    NT  常緑樹や落葉樹の二次

林 
220  サクラソウ カラタチバナ    NT  常緑広葉樹林内 
221   ギンレイカ※7    VU  山地の湿り気の多いと

ころ 
222   ウミミドリ    CR+EN 指定 岩石海岸の泥が堆積し

た場所 
223   クサレダマ    NT  山野の湿地 
224  ツツジ アセビ    NT  山地の明るい林 
225   マルバノイチヤクソウ※8    CR+EN  深山の林下 
226   シャシャンボ    NT  丘陵地の林内、林縁部 
227  アカネ アカネムグラ    VU  海近くの湿った草原 
228  リンドウ リンドウ    VU  登山道、水田脇 
229   エゾリンドウ    NT  林縁草地、湿地 
230   センブリ    NT  草地、林道、山道のわ

き 
231  キョウチクトウ チョウジソウ   NT CR+EN  水辺の湿った草地 
232   コイケマ    NT  山地の林縁、草地 
233   スズサイコ   NT VU  日当たりの良い草地 
234  ヒルガオ マメダオシ   CR   日当りのよい野原や海

岸 
235   ハマネナシカズラ   VU   海岸 
236  ムラサキ ホタルカズラ    VU  海岸の砂地、草地 
237   オニルリソウ    NT  山地の湿った草原 
238   ハマベンケイソウ    CR+EN  海岸の砂礫地 
239  オオバコ アワゴケ    NT  日蔭の湿気のあるとこ

ろ 
240   マルバノサワトウガラシ   VU VU  湿地 
241   アブノメ    CR+EN  湿地 
242   シソクサ    VU  湿地 
243   キクモ    NT  水田、浅い沼等の水中 
244   トウオオバコ    NT  海岸の草地 
245   ヒヨクソウ    NT  日当たりの良い草地 
246   イヌノフグリ   VU CR+EN  道ばたの草地、石垣の

隙間 
247  ゴマノハグサ エゾヒナノウスツボ    NT  海岸の岩・礫地 
248   オオヒナノウスツボ    VU  疎林の下、林縁 
249  シソ ジュウニヒトエ    DD  やや乾いた山麓部 
250   ヤブムラサキ    NT  低山 
251   ムシャリンドウ   VU EX  日当たりのよい草原 
252   メハジキ    VU  道ばた、荒れ地 
253   キセワタ   VU CR+EN  山や丘陵の草地 
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表 4.3-23(6) 文献その他の資料による植物の重要な種 

№ 分類 科名 種名 
選定基準 

生育環境 
① ② ③ ④ ⑤ 

254 真正双子葉類 シソ ミズネコノオ   NT DD  水田、水湿地 
255   ヒメナミキ    NT  湿地の草むら 
256   コナミキ   VU CR+EN  海岸に近い草地 
257   カリガネソウ    VU  山地林縁 
258  ハマウツボ ナンバンギセル    CR+EN  ススキ草原 
259   ヤマウツボ    CR+EN  タブノキ林下 
260   クチナシグサ    CR+EN  草地、林内 
261   ハマウツボ   VU VU  海岸、河原 
262   キヨスミウツボ    DD  山地の木陰 
263   ヒキヨモギ    VU  草地や砂浜 
264  タヌキモ ノタヌキモ   VU CR+EN  池沼 
265   イヌタヌキモ   NT NT  池、溜池 
266   フサタヌキモ   EN CR+EN  池沼 
267   ミミカキグサ    CR+EN  低山の湿地 
268   ホザキノミミカキグサ    CR+EN  低山の湿地 
269   タヌキモ   NT   古い池 
270   ヒメタヌキモ   NT CR+EN  低山の湿地 
271   ムラサキミミカキグサ   NT CR+EN  低山の湿地 
272  クマツヅラ クマツヅラ    CR+EN  近海の草地 
273  モチノキ オクノフウリンウメモドキ    NT  落葉樹林の林内、林縁 
274   ミヤマウメモドキ    NT  山地の湿原 
275  キキョウ サワギキョウ    VU  日当たりのよい湿地 
276   キキョウ   VU VU  日当たりのよい山地草

原 
277  ミツガシワ ガガブタ   NT CR+EN  池沼 
278  キク オケラ    VU  やや乾いた草原、林縁 
279   ヒメガンクビソウ    VU  やや乾いた山林 
280   サンインギク    CR+EN  海岸 
281   オニアザミ    NT  草原、林縁 
282   タチアザミ    VU  湿地 
283   フジバカマ   NT CR+EN  草地・川岸の湿った土

手 
284   オグルマ    CR+EN  湿地、田の縁、川岸 
285   カセンソウ    VU  日当たりの良い湿地、

砂浜 
286   オオニガナ    NT  湿地 
287   アキノハハコグサ   EN DD  山地 
288   ホクロクトウヒレン    NT  山中の木陰 
289   ヒメヒゴタイ   VU VU 指定 近海地の林縁、草地、

海岸 
290   タムラソウ    NT  山地の草原 
291   オナモミ   VU   道ばた、草地 
292  セリ ハマウド    VU  海岸 
293   ホタルサイコ    VU  山地の岩場、日当たり

の良い草地 
294   ドクゼリ    VU  湿地の流水辺 
295   セリモドキ    NT  山地 
296   ハマボウフウ    NT  海岸の砂浜 
297   ムカゴニンジン    CR+EN  湿地 
298  ガマズミ レンプクソウ    CR+EN  スギ植林地の林床 
299   カンボク    CR+EN  山地の林内 
300  スイカズラ ナベナ    CR+EN  日当たりのよい山地 
301   オミナエシ    NT  山野の日当たりの良い

草原 
302   ハコネウツギ    NT  沿海地の海岸林 

計 7 分類 90 科 302 種 0 種 0 種 70 種 297 種 8 種  

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」（河
川環境データベース 国土交通省、令和元年）に準拠した。 

2．分類は APGⅢ分類体系「維管束植物分類表」（邑田仁監修、北隆館、平成 25 年）に基づき行った。 

2．選定基準は表 4.3-22 に対応する。 

3．確認種には、亜種、変種、品種及び雑種を含んでいる。 

4．表中の※については、以下のとおりである。 

※：ネズで掲載（「改訂・石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブック<植物編>2010」
（石川県、平成 22 年））  
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②  重要な群落 

重要な群落については、表 4.3-22 の選定基準に基づき選定した。 

事業実施想定区域及びその周囲においては、特定植物群落等の重要な植物群落は図 4.3-8

のとおり確認されていない。 

また、重要な群落として植生自然度 10 及び植生自然度 9 に該当する植生についても抽出

した。その結果、事業実施想定区域及びその周囲においては、表 4.3-24 及び図 4.3-8 のとお

り、植生自然度 10 のヨシクラス、砂丘植生及び植生自然度 9 のチャボガヤ－ケヤキ群集、ヤ

マハンノキ群落が分布している。このうち、植生自然度 9 に該当する植生として、チャボガ

ヤ－ケヤキ群集が事業実施想定区域に分布している。 

 

表 4.3-24 重要な植物群落(植生自然度)  

植生自然度 植生区分 1/2.5 万植生図における群落名 

10 河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等 ヨシクラス、砂丘植生 

9 ブナクラス域自然植生 チャボガヤ－ケヤキ群集、ヤマハンノキ群落 

注：1/2.5 万植生図の統一凡例に対応する植生自然度は表 4.3-20 のとおりである。 
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図 4.3-8 事業実施想定区域及びその周囲の重要な植物群落  

10 

「自然環境Web-GIS 植生調査（1/2.5万） 第6・

7回（1999～2012/2013～）」（環境省HP、閲覧:令

和2年6月） 

「自然環境Web-GIS 特定植物群落調査第2～3、5

回（1978～1980/1983～1988/1993～1999）」（環

境省HP、閲覧:令和2年6月）     より作成 
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③  巨樹・巨木林・天然記念物 

事業実施想定区域及びその周囲における巨樹・巨木林は、表 4.3-25 及び図 4.3-9 のとお

り、45 件分布しているが、事業実施想定区域内には存在していない。 

また、事業実施想定区域及びその周囲には表 4.3-26 及び図 4.3-9 のとおり、植物に係る

天然記念物が巨樹と重複して 1 件存在するが、事業実施想定区域内には存在していない。 
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表 4.3-25 事業実施想定区域及びその周囲の巨樹・巨木林 

巨樹№ 区分 市町村名 樹種 幹周(cm) 樹高(m) 

1 単木 七尾市 スギ 582 40 

2 単木 七尾市 スギ 348 45 

3 単木 七尾市 タブノキ 345 25 

4 単木 七尾市 ケヤキ 331 21 

5 単木 七尾市 アカマツ 306 28 

6 単木 七尾市 カツラ 600 30 

7 単木 七尾市 ケヤキ 367 23 

8 単木 七尾市 ケヤキ 526 28 

9 単木 七尾市 スギ 359 30 

10 単木 七尾市 ケヤキ 362 18 

11 単木 七尾市 ケヤキ 338 25 

12 単木 七尾市 スギ 397 38 

13 単木 七尾市 ケヤキ 326 28 

14 単木 七尾市 スギ 438 22 

15 単木 七尾市 ケヤキ 341 25 

16 単木 七尾市 スダジイ 906 18 

17 単木 志賀町 カツラ 352 18 

18 単木 志賀町 カツラ 590 18 

19 単木 門前町 スギ 370 32 

20 単木 門前町 イチョウ 430 30 

21 単木 門前町 スギ 440 20 

22 単木 門前町 スギ 490 30 

23 単木 穴水町 スギ 401 25 

24 単木 穴水町 イチョウ 337 30 

25 単木 穴水町 スギ 340 23 

26 単木 穴水町 ケヤキ 440 20 

27 単木 穴水町 スギ 300 36 

28 単木 穴水町 スギ 347 25 

29 単木 穴水町 イチョウ 370 30 

30 単木 穴水町 スギ 310 - 

31 単木 穴水町 スギ 313 30 

32 単木 穴水町 タブノキ 400 30 

33 単木 穴水町 モミ 368 30 

34 単木 穴水町 タブノキ 432 20 

35 単木 穴水町 スギ 320 30 

36 単木 穴水町 スギ 385 36 

37 単木 穴水町 スギ 320 30 

38 単木 穴水町 スギ 350 35 

39 単木 穴水町 スギ 339 30 

40 単木 穴水町 タブノキ 400 7 

41 単木 穴水町 タブノキ 340 12 

42 単木 穴水町 ケヤキ 315 15 

43 単木 穴水町 モミ 390 25 

44 単木 穴水町 タブノキ 330 10 

45 単木 穴水町 スギ 320 35 

「第 4回自然環境保全基礎調査－日本の巨樹・巨木林－」（環境庁、平成 3年） 

「第 6回自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林フォローアップ調査報告書」（環境省平成 13年）より作成 
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表 4.3-26 事業実施想定区域及びその周囲の天然記念物 

所在地 名称 指定 

七尾市 小牧のスダジイ 七尾市指定天然記念物 

「第 4回自然環境保全基礎調査－日本の巨樹・巨木林－」（環境庁、平成 3年） 

「第 6回自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林フォローアップ調査報告書」（環境省、平成 13年） 

「いしかわ文化財ナビ」（石川県 HP、閲覧：令和 2年 6月） 

「七尾市内の指定・登録文化財」（七尾市 HP、閲覧：令和 2年 6月）              より作成 
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図 4.3-9 巨樹・巨木林・天然記念物の分布位置図 

「自然環境Web-GIS 巨樹・巨木林 第4、6回（1

988～1993、1999～2005）」（環境省HP、閲覧:令

和2年6月）、「いしかわ文化財ナビ」（石川県HP、閲

覧：令和2年6月）、「志賀町が指定する文化財」（志

賀町HP、閲覧：令和2年6月）       より作成 
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④  専門家等へのヒアリング 

文献その他の資料の収集のみでは得られない植物の状況について、事業実施想定区域及び

その周囲における広い範囲での生育情報等を把握するため、専門家等へのヒアリングを実施

した。 

ヒアリングの結果、事業実施想定区域の周囲に生育する重要な種及び植生について表

4.3-27 に示す情報が得られた。 

 

表 4.3-27 専門家等へのヒアリング結果概要（有識者 C） 

意見聴取日：令和 2 年 3 月 27 日 

専 門 

分 野 
概 要 

植 物 

【所属：民間団体 会長】 

<今後の調査について> 

・事前に現地をしっかりと視察して調査方法を策定してほしい。 

 

<配慮書の内容について> 

・植生自然度は、全国的な位置づけのため、評価にはならない。 

・この地域は、京都に近いこともあり、平安時代頃から木材の産地であった。また、炭の産地として

コナラ等の植林が行われてきた。このような社会的・歴史的な経緯により、植生が形成されてきた

ことも把握してほしい。 

・今後、樹林地をどのように管理するかが課題となる。 
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2. 予 測 

予測手法 

事業実施想定区域と植物の重要な種の生育環境、重要な植物群落及び巨樹・巨木林の重ね合

わせにより、直接的な改変の有無による生育環境の変化に伴う影響を整理した。 

 

予測地域 

事業実施想定区域とした。 

 

予測結果 

文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域の重ね合わせを行った結果は、図

4.3-7、現存植生図の凡例は表 4.3-20 のとおりである。 

事業実施想定区域内には主にスギ・ヒノキ・サワラ植林が広範囲に広がっており、その中に

ユキグニミツバツツジ－コナラ群集及び落葉広葉低木群落が分布しているほか、一部にはスス

キ群団（Ｖ）及び路傍・空地雑草群落が分布している。そのほかには、水田雑草群落が帯状に

分布している。 

これらのことから、事業実施想定区域内の環境は、主に樹林（針葉樹林、広葉樹林）と乾性

草地（ススキ、路傍・空地雑草等）、湿性草地（水田雑草群落等）を基盤に成立していると考

えられる。 

樹林に生育する 123 種、乾性草地に生育する 62 種、湿性草地に生育する 76 種については、

事業実施想定区域に主な生育環境が存在し、その一部が改変される可能性があることから、生

育環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。一方、河川、池沼等といった水域

に生育する 47 種については、事業実施想定区域内に主な生育環境が存在し、その一部が改変さ

れる可能性があることから、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測され、風

力発電機の設置及びそれに伴う地形改変により、降雨時の土砂流出が生じた場合、水質、水の

濁りといった、主に水生植物に対する影響が考えられる。しかし、沈砂池の設置等により濁水

の流出を防止するといった環境保全措置を講じることから、生息環境の変化に伴う影響が生じ

る可能性は小さいと予測する。崖地・岩地に生育する 14 種については、事業実施想定区域内に

主な生育環境が存在するものの、崖地・岩地は直接の改変を行わないことから、直接改変によ

る生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性はないものと予測する。また、市街地に生育する

1 種及び砂浜・海岸・河川敷に生育する 40 種については、事業実施想定区域内に主な生息環境

が存在しないことから、生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性はないものと予測する。 
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①  植物の重要な種 

植生の分布状況を踏まえ、直接的な改変による生育環境の変化に伴う植物の重要な種に対

する影響を予測した。予測結果は表 4.3-28 のとおりである。 

樹林、乾性草地及び湿性草地の一部が改変される可能性があることから、これらの環境に

生育する種に対して生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測する。 

 

表 4.3-28(1) 植物の重要な種への影響の予測結果 

主な生育環境 種名 影響の予測結果 

樹林 

ナガホノナツノハナワラビ、ナツノハナワラビ、タチシノブ、コハシゴ

シダ、ハシゴシダ、ヌリワラビ、オサシダ、タカオシケチシダ、サキモ

リイヌワラビ、ヘラシダ、オオヒメワラビモドキ、シロヤマシダ、ノコ

ギリシダ、ハカタシダ、ヒロハヤブソテツ、ツクシイワヘゴ、ワカナシ

ダ、キヨズミオオクジャク、タニヘゴ、ツヤナシイノデ、サイゴクイノ

デ、イノデモドキ、ヒメカナワラビ、マメヅタ、ヒメノキシノブ、ヒメ

サジラン、カラクサシダ、イヌマキ、ネズミサシ※、ヒノキアスナロ、

キャラボク、シキミ、フタバアオイ、ウスバサイシン、カゴノキ、イヌ

ガシ、ヤマユリ、ササユリ、ホトトギス、アマナ、ムギラン、エビネ、

ナツエビネ、ギンラン、キンラン、ササバギンラン、ツチアケビ、オニ

ノヤガラ、アケボノシュスラン、ホクリクムヨウラン、クモキリソウ、

コクラン、ノビネチドリ、ヨウラクラン、ユウシュンラン、トケンラン、

クマガイソウ、ツレサギソウ、コケイラン、サギソウ、イイヌマムカゴ、

トンボソウ、ヤマトキソウ、ヒトツボクロ、ヒメシャガ、ヒメニラ、ヤ

ブミョウガ、オニスゲ、ミヤマジュズスゲ、タニガワスゲ、タカネマス

クサ、チョウセンガリヤス、フゲシザサ、ミチノクエンゴサク、ヒロハ

ノヘビノボラズ、イチリンソウ、ハンショウヅル、アズマシロカネソウ、

ヒメウズ、ツゲ、ヤマシャクヤク、オオバタンキリマメ、ヨコグラノキ、

カラハナソウ、カジノキ、オオウラジロノキ、ミチノクナシ、ナラガシ

ワ、ヒゴスミレ、ウシタキソウ、ミツデカエデ、カジカエデ、ムクロジ、

ナニワズ、マツグミ、ナンバンハコベ、フシグロセンノウ、タマアジサ

イ、サカキ、カラタチバナ、ギンレイカ、アセビ、マルバイチヤクソウ、

シャシャンボ、リンドウ、コイケマ、オオヒナノウスツボ、ジュウニヒ

トエ、ヤブムラサキ、キセワタ、カリガネソウ、ヤマウツボ、クチナシ

グサ、キヨスミウツボ、オクノフウリンウメモドキ、ヒメガンクビソウ、

アキノハハコグサ、ホクロクトウヒレン、セリモドキ、レンプクソウ、

カンボク、ナベナ、ハコネウツギ 

(123 種） 

事業実施想定区域内に主な

生育環境が存在し、その一部

が改変される可能性がある

ことから、生育環境の変化に

伴う影響が生じる可能性が

あると予測する。 

乾性草地 

ミズスギ、コヒロハハナヤスリ、イノモトソウ、チャセンシダ、コハシ

ゴシダ、イブキシダ、ミツデウラボシ、ウマノスズクサ、ササユリ、コ

オニユリ、アマナ、ツレサギソウ、サギソウ、ヤマサギソウ、トンボソ

ウ、ヤマトキソウ、ノカンゾウ、ハマスゲ、チョウセンガリヤス、オガ

ルカヤ、オオウシノケグサ、イチリンソウ、オキナグサ、ヒメウズ、サ

イカチ、イヌハギ、ヒナノキンチャク、カラハナソウ、クサボケ、カワ

ラサイコ、タカトウダイ、ヒゴスミレ、アカネスミレ、ウシタキソウ、

フシグロセンノウ、リンドウ、エゾリンドウ、センブリ、コイケマ、ス

ズサイコ、マメダオシ、ヒヨクソウ、イヌノフグリ、オオヒナノウスツ

ボ、メハジキ、キセワタ、コナミキ、カリガネソウ、ナンバンギセル、

クチナシグサ、ヒキヨモギ、クマツヅラ、キキョウ、オケラ、オニアザ

ミ、フジバカマ、ヒメヒゴタイ、タムラソウ、オナモミ、ホタルサイコ、

セリモドキ、オミナエシ 

（62 種） 
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表 4.3-28(2) 植物の重要な種への影響の予測結果 

主な生育環境 種名 影響の予測結果 

湿性草地 

ミズスギ、オオアカウキクサ、サンショウモ、イブキシダ、タニヘゴ、

ハイネズ、ハンゲショウ、ミズバショウ、ヒメザゼンソウ、アギナシ、

スブタ、サワラン、カキラン、ミズトンボ、サギソウ、コバノトンボソ

ウ、トキソウ、ノハナショウブ、カキツバタ、コガマ、ホシクサ、イト

イヌノヒゲ、シロイヌノヒゲ、オニスゲ、シラコスゲ、オオクグ、ヒト

モトススキ、ノテンツキ、アオテンツキ、イトイヌノハナヒゲ、オオイ

ヌノハナヒゲ、コイヌノハナヒゲ、シズイ、フトイ、コシンジュガヤ、

ヒナザサ、ムツオレグサ、ヒロハノドジョウツナギ、カラフトドジョウ

ツナギ、アイアシ、ハマヒエガエリ、ウキシバ、ウシクサ、タコノアシ、

ノウルシ、アリアケスミレ、トモエソウ、アゼオトギリ、ミズマツバ、

コンロンソウ、ナガバノウナギツカミ、イシモチソウ、クサレダマ、エ

ゾリンドウ、チョウジソウ、マメダオシ、オニルリソウ、アワゴケ、マ

ルバノサワトウガラシ、アブノメ、シソクサ、キクモ、ミズネコノオ、

ヒメナミキ、ミミカキグサ、ホザキノミミカキグサ、ヒメタヌキモ、ム

ラサキミミカキグサ、ミヤマウメモドキ、サワギキョウ、タチアザミ、

オグルマ、カセンソウ、オオニガナ、ドクゼリ、ムカゴニンジン 

（76 種） 

事業実施想定区域内に主な

生育環境が存在し、その一

部が改変される可能性があ

ることから、生育環境の変

化に伴う影響が生じる可能

性があると予測する。また、

風力発電機の設置及びそれ

に伴う地形改変により、降

雨時の土砂流出が生じた場

合、水質、水の濁りといっ

た、主に水生植物に対する

影響が考えられる。しかし、

沈砂池の設置等により濁水

の流出を防止するといった

環境保全措置を講じること

から、生息環境の変化に伴

う影響が生じる可能性は小

さいと予測する。 

崖地・岩地 

イワヒバ、ミヤコヤブソテツ、ヒメカナワラビ、マメヅタ、ヒメノキシ

ノブ、ヒメサジラン、ミツデウラボシ、ヨウラクラン、ヒゲスゲ、ナガ

ボテンツキ、イソヤマテンツキ、モクゲンジ、エゾヒナノウスツボ、ホ

タルサイコ 

（14 種） 

事業実施想定区域内に主な

生育環境が存在するが、崖

地・岩地は改変を行わない

ことから、直接改変による

生育環境の変化はないと予

測する。 

市街地等 

コヒロハハナヤスリ 

（1 種） 

事業実施想定区域内に主な

生育環境が存在しないこと

から、影響はないと予測す

る。 

河川、池沼等 

オオアカウキクサ、サンショウモ、ジュンサイ、コウホネ、ヒツジグサ、

ハンゲショウ、クロモ、トチカガミ、ムサシモ、ホッスモ、イバラモ、

トリゲモ、ミズオオバコ、セキショウモ、イトモ、エビモ、オヒルムシ

ロ、ホソバミズヒキモ、ササバモ、リュウノヒゲモ、カワツルモ、ミズ

アオイ、ミクリ、ヒメミクリ、コガマ、イトイヌノハナヒゲ、オオイヌ

ノハナヒゲ、コイヌノハナヒゲ、ヒメホタルイ、シズイ、フトイ、コシ

ンジュガヤ、ヒロハノドジョウツナギ、アイアシ、ウキシバ、マツモ、

ホザキノフサモ、タチモ、フサモ、ヒメビシ、オニビシ、キクモ、ノタ

ヌキモ、フサタヌキモ、イヌタヌキモ、タヌキモ、ガガブタ 

（47 種） 

事業実施想定区域内に主な

生育環境が存在し、その一

部が改変される可能性があ

ることから、生育環境の変

化に伴う影響が生じる可能

性があると予測する。また、

風力発電機の設置及びそれ

に伴う地形改変により、降

雨時の土砂流出が生じた場

合、水質、水の濁りといっ

た、主に水生植物に対する

影響が考えられる。しかし、

沈砂池の設置等により濁水

の流出を防止するといった

環境保全措置を講じること

から、生息環境の変化に伴

う影響が生じる可能性は小

さいと予測する。 
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表 4.3-28(3) 植物の重要な種への影響の予測結果 

主な生育環境 種名 影響の予測結果 

砂浜・海岸・

河川敷 

ハイネズ、シバナ、クサスギカズラ、イヌイ、ヒゲスゲ、オオクグ、ヒ

トモトススキ、ヒメヌマハリイ、ノテンツキ、ナガボテンツキ、イソヤ

マテンツキ、アイアシ、ハマヒエガエリ、エゾノレンリソウ、イヌハギ、

センダイハギ、エゾツルキンバイ、カワラサイコ、マルバノシャリンバ

イ、ハマナス、ノウルシ、イソスミレ、モクゲンジ、ハマナデシコ、ハ

マハコベ、ウミミドリ、アカネムグラ、ハマネナシカズラ、ホタルカズ

ラ、ハマベンケイソウ、トウオオバコ、エゾヒナノウスツボ、コナミキ、

ハマウツボ、ヒキヨモギ、サンインギク、カセンソウ、ヒメヒゴタイ、

ハマウド、ハマボウフウ 

（40 種） 

事業実施想定区域内に主な

生育環境は存在しないこと

から、生育環境の変化に伴

う影響が生じる可能性はな

いと予測する。 

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和元年度生物リスト」

（河川環境データベース 国土交通省、令和元年）に準拠した。 

2．表中の※については、以下のとおりである。 

※：ネズで掲載（「改訂・石川県の絶滅のおそれのある野生生物 いしかわレッドデータブック<植物編>2010」

（石川県、平成 22 年）） 

3．表 4.3-23 中に記載のあるマツバラン、クラガリシダ、オオアカバナ及びムシャリンドウについては石川県

絶滅種であるため、予測からは除外した。 
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②  植物の重要な群落 

事業実施想定区域及びその周囲においては、特定植物群落等の重要な植物群落は確認され

なかった。 

また、事業実施想定区域及びその周囲においては、植生自然度 10 のヨシクラス、砂丘植生

及び植生自然度 9 のチャボガヤ－ケヤキ群集、ヤマハンノキ群落が分布している。このうち、

植生自然度 9 に該当する植生であるチャボガヤ－ケヤキ群集が事業実施想定区域に分布して

いる。 

このことから、直接改変による生育環境の変化が生じる可能性があると予測する。 

 

③  巨樹・巨木林・天然記念物 

事業実施想定区域及びその周囲においては、45 件の巨樹が存在しているものの、事業実施

想定区域には存在していない。 

また、事業実施想定区域及びその周囲には、1 件の植物に係る天然記念物が存在するが、

事業実施想定区域には存在していない。 

なお、事業実施想定区域及びその周囲において巨木林は確認されなかった。 

このことから、直接改変による生育環境の変化はないと予測する。 
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3. 評 価 

評価手法 

予測結果を基に、重大な影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているかを

評価した。 

 

評価結果 

河川、湖沼及び海岸等の水辺環境を主な生育環境とする植物の重要な種については、事業実

施想定区域内であっても直接改変を行わないことから、生育環境の変化に伴う影響が生じる可

能性はないものと評価する。 

また、巨樹・巨木林・天然記念物については、事業実施想定区域内に存在しないことから、

直接改変による生育環境の変化に伴う影響が生じる可能性はないと評価する。 

一方、樹林、乾性草地、湿性草地等の環境を主な生育環境とする植物の重要な種及び植物の

重要な群落については、その一部が改変される可能性があることから、生育環境の変化に伴う

影響が生じる可能性がある。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す事項に

留意することにより、重大な影響の回避又は低減を図る。 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査等により把握するとともに、重要な種及び

重要な群落への影響の程度を適切に予測したうえで、必要に応じて風力発電機の配置及び

環境保全措置を検討する。 

・施設の整備時には主に既存道路を利用し、新設道路を整備する場合には、拡幅面積を縮小

するといった環境保全措置を講じる。 

・土地の改変及び風力発電機の設置による濁水等の流入が生じないよう、沈砂池等の濁水防

止設備を設置すること、設置した沈砂池を残すことにより、濁水の流出を防止するといっ

た環境保全措置を講じる。 
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4.3.5 生態系 

1. 調 査 

調査手法 

重要な自然環境のまとまりの場の分布状況について、文献その他の資料により調査した。 

 

調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（図 4.3-10 の範囲）とした。 

 

調査結果 

文献その他の資料から、重要な自然環境のまとまりの場の状況を抽出した。これらの分布状

況等は表 4.3-29 及び図 4.3-10 のとおりである。 

 

①  環境影響を受けやすい種・場等 

文献その他の資料から、以下が確認された。 

・事業実施想定区域及びその周囲に分布する自然植生（ヨシクラス、砂丘植生、チャボ

ガヤ－ケヤキ群集、ヤマハンノキ群落） 

 

②  保全の観点から法令等により指定された種・場等 

文献その他の資料から、以下が確認された。 

・能登半島国定公園 

・保安林 

・鳥獣保護区 

 

③  法令等により指定されていないが地域により注目されている種・場等 

文献その他の資料から、以下が確認された。 

・巨樹・巨木林 

・環境アセスメントデータベース センシティビティマップ（注意喚起レベル A3） 

・生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA） 
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表 4.3-29 重要な自然環境のまとまりの場 

重要な自然環境のまとまりの場 抽出理由 

自然植生 植生自然度 10※1  環境省植生図におけるヨシクラス及び砂丘植生が該当

し、河川沿いに分布する自然度の高い植生である。 

植生自然度 9※1 環境省植生図における自然植生で、チャボガヤ－ケヤキ

群集及びヤマハンノキ群落が該当する。 

自然公園 能登半島国定公園 自然公園法及びそれに基づく都道府県の条例の規定に基

づき、その都道府県を代表する優れた風景地について指

定された自然公園の一種であることから抽出した。 

保安林 水源涵養林や土砂崩壊防止機能を有する緑地等、地域に

おいて重要な機能を有する自然環境であることから抽出

した。 

巨樹・巨木林 表 4.3-25 のとおり 自然環境保全基礎調査において定められた原則幹周が 3m

以上の巨木及び巨木群であることから抽出した。 

天然記念物 動物関係：周辺での指定なし 

植物関係：表 4.3-26 のとおり 

学術上価値の高い動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含

む。）、植物（自生地を含む。）が指定されていることから

抽出した。なお、単木で指定されている植物に係る天然記

念物については、重要な自然環境のまとまりの場として

は含めないこととした。 

環境アセスメントデータベース 

センシティビティマップ 

重要種のチュウヒの生息が確認されているため、注意喚

起レベル A3 に該当することから抽出した。 

生物多様性の保全の

鍵になる重要な地域

（KBA） 

（選定基準：危険性） 

能登半島 

IBA に鳥類以外の分類群も含めた取組みに発展した重要

地域であり、選定基準における「危機性：IUCN※2のレッド

リストの地域絶滅危惧種（EN）に分類された種が生息／生

育する」に該当する地域である。」に該当する地域である

ことから抽出した。 

注：表中の※については以下のとおりである。 

※1：植生自然度と凡例名については表 4.3-20 に対応する。  

※2：国際自然保護連合の略称 

「自然環境調査 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万）第 6・7 回（1999～2012/2013～）」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「自然環境調査 Web-GIS 巨樹・巨木林 第 4 回（1988～1993、第 6 回（1999～2005）」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年

6 月） 

「石川県自然公園一覧」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「石川県農林水産部森林管理課へのヒアリング」（実施：令和 2 年 6 月） 

「環境アセスメントデータベース センシティビティマップ」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 6 月） 

「いしかわ文化財ナビ」（石川県教育委員会事務局文化財課 HP、閲覧：令和 2年 6月） 

「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）」（コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP、閲覧：

令和 2 年 6 月） 

「令和元年度石川県鳥獣保護区等位置図」（石川県 HP、閲覧：令和 2 年 6 月）             より作成 
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図 4.3-10(1) 重要な自然環境のまとまりの場  

 「自然環境調査 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万）第 6・

7 回（1999～2012/2013～）」（環境省 HP、閲覧：令和 2

年 6 月）、「石川県農林水産部森林管理課へのヒアリン

グ」（実施：令和 2 年 6 月）、「能登半島国定公園区域

及び公園計画図」（石川県、平成 31 年）、「令和元年度

石川県鳥獣保護区等位置図」（石川県 HP、閲覧：令和

2 年 6 月）               より作成 
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図 4.3-10(2) 重要な自然環境のまとまりの場  

 「自然環境調査Web-GIS 巨樹・巨木林 第4回（1988
～1993）、第6回（1999～2005）」（環境省HP、閲覧：
令和2年6月）、「環境アセスメントデータベース セ
ンシティビティマップ」（環境省HP、閲覧：令和2年
6月）、「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（K
BA）」（コンサベーション・インターナショナル・ジ
ャパンHP、閲覧：令和2年6月） 

より作成 
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2. 予 測 

予測手法 

事業実施想定区域と重要な自然環境のまとまりの場の重ね合わせにより、直接的な改変の有

無及び施設の稼働に伴う影響を整理した。 

 

予測地域 

事業実施想定区域とした。 

 

予測結果 

重要な自然環境のまとまりの場と事業実施想定区域の位置関係は図 4.3-10 に、影響の予測結

果を表 4.3-30 に示す。 

植生自然度 9 に相当する自然植生、保安林、環境アセスメントデータベースのセンシティビ

ティマップ（注意喚起レベル A3）、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)が事業実施想

定区域の一部に確認されていることから、施設の配置等の事業計画によっては、その一部が改

変される可能性があり、面積の減少による影響が生じる可能性があると予測する。 
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表 4.3-30 重要な自然環境のまとまりの場への影響の予測結果 

重要な自然環境のまとまりの場 影響の予測結果 

自然植生 植生自然度 10※1  事業実施想定区域外であることから、直接改変による影

響はないと予測する。 

植生自然度 9※1 事業実施想定区域に含まれ、その一部が直接改変される

可能性があることから、面積の減少による影響が生じる

可能性があると予測する。 

自然公園 能登半島国定公園 事業実施想定区域外であることから、直接改変による影

響はないと予測する。 

保安林 事業実施想定区域に含まれる保安林への直接改変は極力

回避することから、重大な影響はないと予測する。 

巨樹・巨木林 表 4.3-25 のとおり 事業実施想定区域外であることから、直接改変による影

響はないと予測する。 

天然記念物 動物関係：周辺での指定なし 

植物関係：表 4.3-26 のとおり 

事業実施想定区域及びその周囲において、重要な自然環

境のまとまりの場としての天然記念物は存在しないこと

から、直接改変による影響はないと予測する。 

環境アセスメントデータベース 

センシティビティマップ 

事業実施想定区域に含まれ、その一部が直接改変される

可能性があることから、重要種の生息、生育環境の減少に

より、動植物種の個体数及び動物の餌場への影響が生じ

る可能性があると予測する。 

生物多様性の保全の

鍵になる重要な地域

（KBA） 

（選定基準：危険性） 

能登半島 

事業実施想定区域に含まれ、その一部が直接改変される

可能性があることから、面積の減少により、動植物種の個

体数及び動物の餌場への影響が生じる可能性があると予

測する。 

鳥獣保護区 城山 事業実施想定区域外であることから、直接改変による影

響はないと予測する。 

注：表中の※については以下のとおりである。 

※1：植生自然度と凡例名については表 4.3-20 に対応する。 

※2：国際自然保護連合の略称 
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3. 評 価 

評価手法 

予測結果を基に、重大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されて

いるかを評価した。 

 

評価結果 

植生自然度 10 に相当する自然植生、自然公園、巨樹・巨木林及び鳥獣保護区については、事

業実施想定区域外であるため、影響がないものと評価する。 

一方で、植生自然度 9 に相当する自然植生、保安林、環境アセスメントデータベースのセン

シティビティマップ（注意喚起レベル A3）、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)が事

業実施想定区域の一部に含まれていることから、施設の配置等の事業計画によっては、一部が

改変されることにより、事業実施による影響が生じる可能性がある。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す事項に

留意することにより、重大な影響の回避又は低減を図る。 

・自然植生について、現地調査等により植生の状況を把握する。 

・自然植生や保安林といった自然環境のまとまりの場を保全し、工事の際、これらのエリア

への改変は極力回避することにより、重大な影響を回避、低減するよう検討する。なお、

保安林内への設置が避けられない場合、石川県農林水産部森林管理課と協議を行うものと

する。 

・施設の整備時には主に既存道路を利用し、新設道路を整備する場合には、拡幅面積を縮小

するといった環境保全措置を講じる。 

・現地調査等により生態系注目種及び注目すべき生息・生育の場への影響の程度を適切に予

測し、必要に応じて環境保全措置を講じる。 
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4.3.6 景 観 

1. 調 査 

調査手法 

主要な眺望点及び景観資源の状況について、文献その他の資料により調査した。 

 

調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（図 4.3-11 の範囲）とした。 

 

調査結果 

①  主要な眺望点 

文献その他の資料調査結果を踏まえ、以下の条件を勘案し主要な眺望点を抽出した。 

・公的な HP や観光パンフレット等に掲載されている情報であること。 

・不特定かつ多数の者が利用する地点又は眺望利用の可能性のある地点であること。 

・自治体の景観計画に含まれていること。 

・可視領域図で可視の地点であること。 

・風力発電機（地上高さ 168.5m）が垂直視野角 1 度以上で視認される可能性のある範囲

（約 9.7km）を目安とした。 

なお、住民が日常的に眺望する場として、「七尾市公共施設等総合管理計画」、「輪島市公共

施設等管理計画」、「穴水町公共施設等総合管理計画」及び「志賀町公共施設等総合管理計画」、

を基に市民文教・社会教育施設、市民文化系施設及び町民文化施設を主要な眺望点として選

定した。 

主要な眺望点は表 4.3-31(1)及び表 4.3-31(2)のとおりであり、位置及び主眺望方向は図

4.3-11 のとおりである。 

 

②  景観資源 

文献その他の資料調査結果を踏まえ、景観資源を抽出した。景観資源は表 4.3-32 のとおり

であり、位置は図 4.3-12 のとおりである。 

 

③  主要な眺望景観 

主要な眺望景観（主要な眺望点から景観資源を眺望する景観）の状況は、図 4.3-13 のとお

りである。 
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表 4.3-31(1) 主要な眺望点 
番号 眺望点 概 要 

① 峨山（展望台） 
峨山道のわきにある標高 336m の山。展望台からは奥能登の丘
陵や日本海が望める。 

② 八ヶ川ダム 

洪水調節、水道用水、工業用水を目的とする重力式コンクリー
トの多目的ダム。湛水面積は 20ha。周辺には公園、休憩所、展
望所、親水護岸が設置されており、訪れる人の憩いの場になっ
ている。展望所からは湖面に映えた周囲の景色を眺めることが
できる。 

③ 穴水城址 
小又川河口の標高約 60m の台地にあり、眼下に穴水港と市街地
を望むことができる。春には約 50 本のソメイヨシノが咲く。 

④ 別所岳 
中島町と穴水町の間にそびえる、標高約 358m の山。山頂から
は、奥能登の山景や七尾湾、立山連峰などが一望できる。 

⑤ 別所岳サービスエリア 

のと里山海道の別所岳サービスエリア内にある展望台。七尾湾

に浮かぶ能登島や和倉温泉のほか、晴れた日には立山連峰まで

見ることができる。 

⑥ 長浦うるおい公園 

能登島と七尾市中島町に架かる全長 620m の橋であるツインブ
リッジ能登の中島町側のたもとにある公園で、能登半島国定公
園の園地に指定されている。展望台からは七尾湾、能登島、和
倉温泉街が見渡すことができる。 

⑦ 道の駅とぎ海街道 地元の特産品が並ぶ一般国道 249 号沿いにある道の駅。 

⑧ 高爪山 
標高 341m の山で、「能登富士」と呼ばれている。古くから神体
山として仰がれており、山頂には高爪神社の奥宮が鎮座し、農
耕神や、近海の航路・漁業の目標として崇敬されている。 

⑨ 中島別所集会場 

住民が日常的に眺望する場として、「七尾市公共施設等総合管
理計画」を基に市民文教・社会教育施設を主要な眺望点として
選定した。 

⑩ 西岸公民館 

⑪ 笠師保公民館 

⑫ 豊川公民館 

⑬ 釶打公民館 

⑭ 西谷内営農センター 

⑮ 河内多目的研修センター 

⑯ 地原地区集会所 

住民が日常的に眺望する場として、「輪島市公共施設等管理計
画」を基に市民文化施設を主要な眺望点として選定した。 

⑰ 上本郷地区集会所 

⑱ 輪島市本郷公民館 

⑲ 下本郷地区集会所 

注：表中の番号は図 4.3-11 の番号に対応している。 

「ひょっこり能登島 島の旅」（能登半島観光協会 HP） 

「輪島市公共施設等管理計画」、「観光課」（輪島市 HP） 

「新ふるさと探勝 50 選」（石川県県民運動推進本部 HP） 

「七尾市公共施設等総合管理計画」（七尾市 HP） 

「ほっと石川旅ネット」（公益社団法人石川県観光連盟 HP） 

「輪島たび色 能登輪島観光情報ポータルサイト」（輪島市観光協会 HP） 

（各 HP 閲覧：令和 2 年 6 月）                 より作成 
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表 4.3-31(2) 主要な眺望点 
番号 眺望点 概 要 

⑳ 上中集会所 

住民が日常的に眺望する場として、「穴水町公共施設等総合管
理計画」を基に町民文化施設を主要な眺望点として選定した。 

㉑ 下唐川公民館 

㉒ 小又地区コミュニティセンター 

㉓ 藤巻集会所 

㉔ 瑞鳳集会所 

㉕ 岩車集会所 

㉖ 中居地区活性化施設 

㉗ 穴水町役場 

㉘ 穴水町さわやか交流館「プルート」 

㉙ 来迎寺地区集会所 

㉚ 宇留地集会所 

㉛ 河内地区コミュニティセンター 

㉜ 志ヶ浦コミュニティセンター 

㉝ 新崎地区集会所 

㉞ 稗造研修センター 

住民が日常的に眺望する場として、「志賀町公共施設等総合管
理計画」を基に町民文化施設を主要な眺望点として選定した。 

㉟ 志賀町立稗造公民館 

㊱ 志賀町立東増穂公民館 

㊲ 富来活性化センター 

注：表中の番号は図 4.3-11 の番号に対応している。 

「穴水町公共施設等総合管理計画」（穴水町 HP） 

「志賀町公共施設等総合管理計画」（志賀町 HP） 

（各 HP 閲覧：令和 2 年 6 月）                 より作成 
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図 4.3-11 主要な眺望点及び眺望方向  

注：1．図に示す情報の出典及び図中番号は表
4.3-31 と同様である。 

2．公的な HP、パンフレットに主要な眺望方向
が記されていない眺望点は矢印を付記して
いない。 
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表 4.3-32 景観資源 

区 分 名 称 

非火山性孤峰 高爪山 

節理 

深谷の柱状節理 

玄徳岬の柱状節理 

三田の柱状節理 

本木の柱状節理 

三井の板状節理 

滝 

桶滝 

男女滝 

桜滝 

田尻滝 

桜滝 

湖沼 赤浦潟 

溺れ谷 

穴水湾 

鴨島入江 

深浦 

海成段丘 

海崎の海成段丘 

閨の海成段丘 

赤浦の海成段丘 

砂丘 増穂が浦 

海食崖 

猿山の海食崖 

関野鼻の海食崖 

びょうぶ崎 

能登金剛 

波食台 
鹿磯の波食台 

能登金剛の波食台 

岩門 巌門 

おう穴群 能登金剛のおう穴群 

地滑り 縄又の地滑り 

〔「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕 
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図 4.3-12 景観資源  

注：図に示す情報の出典は表 4.3-32 と同様である。 
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図 4.3-13 主要な眺望景観  

注：1．図に示す眺望点の出典及び図中番号は表
4.3-31 と同様である。 

2．図に示す景観資源の出典は表 4.3-32 と
同様である。 
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2. 予 測 

予測手法 

①  主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響 

地形改変及び施設の存在に伴う主要な眺望点及び景観資源への影響について、事業実施想

定区域との位置関係より直接改変の有無を予測した。 

 

②  主要な眺望景観への影響 

a. 風力発電機の介在の可能性 

主要な眺望点、景観資源及び事業実施想定区域の位置関係を基に、主要な眺望景観への風

力発電機の介在の可能性を予測した。 

予測にあたっては、主要な眺望点から事業実施想定区域を視認する場合に、同方向に存在

する景観資源について、「風力発電機が介在する可能性がある」として抽出した。 

なお、地形や樹木、建物等の遮蔽物は考慮しないものとし、風力発電機及び景観資源がと

もに視認されるものと仮定した。 

 

b. 主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

主要な眺望点の周囲について、メッシュ標高データを用いた数値地形モデルによるコンピ

ュータ解析を行い、風力発電機が視認される可能性のある領域を可視領域として予測した。

予測にあたり、風力発電機の高さは地上 168.5m とし、国土地理院の基盤地図情報（10m 標高

メッシュ）を用いて作成した。 

 

c. 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ 

主要な眺望点と事業実施想定区域の最寄り地点までの最短距離を基に、風力発電機の見え

の大きさ（垂直視野角）について予測した。 

なお、風力発電機の高さは地上 168.5m とし、風力発電機が主要な眺望点から水平の位置

に見えると仮定し、風力発電機の手前に存在する樹木や建物等の遮蔽物は考慮しないものと

して、見えが最大となる場合の値を計算した。 

 

予測地域 

調査地域と同様とした。 
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予測結果 

①  主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響 

主要な眺望点及び景観資源について、いずれも事業実施想定区域に含まれないため直接的

な改変は生じないと予測する。 

 

②  主要な眺望景観への影響 

a. 風力発電機の介在の可能性 

主要な眺望景観の状況については、図 4.3-13 とおりであり、主要な眺望点に風力発電機

が介在する可能性は表 4.3-33(1)及び表 4.3-33(2)のとおりである。 

 

表 4.3-33(1) 主要な眺望景観への風力発電機の介在の可能性 

 

  

番号 主要な眺望点 風力発電機が介在する可能性のある景観資源 

① 峨山（展望台） 赤浦潟、穴水湾、鴨島入江、深浦、閨の海成段丘、赤浦の海成段丘 

② 八ヶ川ダム 
田尻滝、赤浦潟、穴水湾、鴨島入江、深浦、閨の海成段丘、赤浦の海成段丘、

びょうぶ崎、能登金剛、能登金剛の波食台、巌門、能登金剛のおう穴群 

③ 穴水城址 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、田尻滝、桜滝、海崎の海成段

丘、増穂が浦、関野鼻の海食崖、能登金剛、鹿磯の波食台、能登金剛の波食

台、巌門、能登金剛のおう穴群 

④ 別所岳 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、桶滝、男女滝、桜滝、田尻滝、

桜滝、海崎の海成段丘、増穂が浦、猿山の海食崖、関野鼻の海食崖、能登金

剛、鹿磯の波食台、能登金剛の波食台、巌門、能登金剛のおう穴群、縄又の地

滑り 

⑤ 別所岳サービスエリア 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、桶滝、男女滝、桜滝、田尻滝、

桜滝、海崎の海成段丘、増穂が浦、猿山の海食崖、関野鼻の海食崖、能登金

剛、鹿磯の波食台、能登金剛の波食台、巌門、能登金剛のおう穴群、縄又の地

滑り 

⑥ 長浦うるおい公園 
高爪山、深谷の柱状節理、桶滝、男女滝、桜滝、田尻滝、桜滝、猿山の海食

崖、関野鼻の海食崖、鹿磯の波食台 

⑦ 道の駅とぎ海街道 三田の柱状節理、本木の柱状節理、三井の板状節理、田尻滝、穴水湾 

⑧ 高爪山 三田の柱状節理、本木の柱状節理、田尻滝、桜滝、穴水湾、鴨島入江、深浦 

⑨ 中島別所集会場 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、三井の板状節理、桶滝、男女

滝、桜滝、田尻滝、桜滝、穴水湾、海崎の海成段丘、増穂が浦、猿山の海食

崖、関野鼻の海食崖、能登金剛、鹿磯の波食台、縄又の地滑り 

⑩ 西岸公民館 
高爪山、深谷の柱状節理、桶滝、男女滝、桜滝、田尻滝、桜滝、猿山の海食

崖、関野鼻の海食崖、鹿磯の波食台、縄又の地滑り 

⑪ 笠師保公民館 桶滝、男女滝、縄又の地滑り 

⑫ 豊川公民館 桶滝、男女滝、縄又の地滑り 

⑬ 釶打公民館 三田の柱状節理、本木の柱状節理、三井の板状節理、穴水湾、縄又の地滑り 

⑭ 西谷内営農センター 三田の柱状節理、本木の柱状節理、三井の板状節理、穴水湾、縄又の地滑り 

⑮ 河内多目的研修センター 三田の柱状節理、本木の柱状節理、三井の板状節理、穴水湾、縄又の地滑り 

⑯ 地原地区集会所 
田尻滝、赤浦潟、鴨島入江、深浦、閨の海成段丘、赤浦の海成段丘、びょうぶ

崎、能登金剛、能登金剛の波食台、巌門、能登金剛のおう穴群 

⑰ 上本郷地区集会所 
田尻滝、赤浦潟、鴨島入江、深浦、閨の海成段丘、赤浦の海成段丘、びょうぶ

崎 

⑱ 輪島市本郷公民館 赤浦潟、鴨島入江、深浦、閨の海成段丘、赤浦の海成段丘、びょうぶ崎 

⑲ 下本郷地区集会所 赤浦潟、鴨島入江、深浦、閨の海成段丘、赤浦の海成段丘、びょうぶ崎 
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表 4.3-33(2) 主要な眺望景観への風力発電機の介在の可能性 

 

b. 主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

可視領域は、図 4.3-14 のとおりであり、すべての主要な眺望点から風力発電機が視認さ

れる可能性がある。  

番号 主要な眺望点 風力発電機が介在する可能性のある景観資源 

⑳ 上中集会所 
三田の柱状節理、本木の柱状節理、三井の板状節理、赤浦潟、穴水湾、鴨島

入江、深浦、閨の海成段丘、赤浦の海成段丘、びょうぶ崎 

㉑ 下唐川公民館 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、田尻滝、桜滝、赤浦潟、深浦、

海崎の海成段丘、閨の海成段丘、赤浦の海成段丘、増穂が浦、関野鼻の海食

崖、能登金剛、能登金剛の波食台、巌門、能登金剛のおう穴群 

㉒ 
小又地区コミュニティセ

ンター 

高爪山、田尻滝、桜滝、海崎の海成段丘、増穂が浦、能登金剛、能登金剛の波

食台、巌門、能登金剛のおう穴群 

㉓ 藤巻集会所 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、田尻滝、桜滝、海崎の海成段

丘、増穂が浦、関野鼻の海食崖、能登金剛、能登金剛の波食台、巌門、能登金

剛のおう穴群 

㉔ 瑞鳳集会所 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、田尻滝、桜滝、穴水湾、海崎の

海成段丘、増穂が浦、関野鼻の海食崖、能登金剛、能登金剛の波食台、巌門、

能登金剛のおう穴群 

㉕ 岩車集会所 
高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、田尻滝、桜滝、穴水湾、海崎の

海成段丘、増穂が浦、関野鼻の海食崖、能登金剛、鹿磯の波食台 

㉖ 中居地区活性化施設 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、田尻滝、桜滝、穴水湾、海崎の

海成段丘、増穂が浦、関野鼻の海食崖、能登金剛、能登金剛の波食台、巌門、

能登金剛のおう穴群 

㉗ 穴水町役場 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、田尻滝、桜滝、海崎の海成段

丘、増穂が浦、関野鼻の海食崖、能登金剛、能登金剛の波食台、巌門、能登金

剛のおう穴群 

㉘ 
穴水町さわやか交流館

「プルート」 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、田尻滝、桜滝、海崎の海成段

丘、増穂が浦、猿山の海食崖、関野鼻の海食崖、能登金剛、鹿磯の波食台、能

登金剛の波食台、巌門、能登金剛のおう穴群 

㉙ 来迎寺地区集会所 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、田尻滝、桜滝、海崎の海成段

丘、増穂が浦、猿山の海食崖、関野鼻の海食崖、能登金剛、鹿磯の波食台、能

登金剛の波食台、巌門、能登金剛のおう穴群 

㉚ 宇留地集会所 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、桜滝、田尻滝、桜滝、海崎の海

成段丘、増穂が浦、猿山の海食崖、関野鼻の海食崖、能登金剛、鹿磯の波食

台、能登金剛の波食台、巌門、能登金剛のおう穴群 

㉛ 
河内地区コミュニティセ

ンター 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、桶滝、男女滝、桜滝、田尻滝、

桜滝、海崎の海成段丘、増穂が浦、猿山の海食崖、関野鼻の海食崖、能登金

剛、鹿磯の波食台、能登金剛の波食台、巌門、能登金剛のおう穴群 

㉜ 
志ヶ浦コミュニティセン

ター 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、桜滝、田尻滝、桜滝、海崎の海

成段丘、増穂が浦、猿山の海食崖、関野鼻の海食崖、能登金剛、鹿磯の波食

台、能登金剛の波食台、巌門、能登金剛のおう穴群 

㉝ 新崎地区集会所 

高爪山、深谷の柱状節理、玄徳岬の柱状節理、桜滝、田尻滝、桜滝、海崎の海

成段丘、増穂が浦、猿山の海食崖、関野鼻の海食崖、能登金剛、鹿磯の波食

台 

㉞ 稗造研修センター 
三田の柱状節理、本木の柱状節理、三井の板状節理、赤浦潟、穴水湾、鴨島

入江、深浦、閨の海成段丘、赤浦の海成段丘、びょうぶ崎 

㉟ 志賀町立稗造公民館 三田の柱状節理、本木の柱状節理、三井の板状節理、田尻滝、穴水湾 

㊱ 志賀町立東増穂公民館 三田の柱状節理、本木の柱状節理、三井の板状節理、田尻滝、穴水湾 

㊲ 富来活性化センター 三田の柱状節理、本木の柱状節理、三井の板状節理、田尻滝、穴水湾 
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図 4.3-14 主要な眺望点の周囲の可視領域  

注：図に示す情報の出典及び図中番号は表 4.3-31
と同様である。 
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c. 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ 

主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさは表 4.3-34(1)及び表 4.3-34(2)のとおり

である。 

事業実施想定区域の最も近くに位置する「⑨中島別所集会場」までの最短距離は約 0.5km

で、風力発電機の見えの大きさ（最大垂直視野角）は約 18.2 度である。 
 

表 4.3-34(1) 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ 

番号 主要な眺望点 

主要な眺望点から 

事業実施想定区域の 

最寄り地点までの距離 

(km） 

最寄りの風力発電機の 

見えの大きさ 

(垂直視野角) 

(度) 

① 峨山（展望台） 約 4.8 約 2.0 

② 八ヶ川ダム 約 1.4 約 6.7 

③ 穴水城址 約 4.3 約 2.2 

④ 別所岳 約 0.6 約 15.3 

⑤ 別所岳サービスエリア 約 0.8 約 11.3 

⑥ 長浦うるおい公園 約 5.9 約 1.6 

⑦ 道の駅とぎ海街道 約 9.3 約 1.0 

⑧ 高爪山 約 8.8 約 1.1 

⑨ 中島別所集会場 約 0.5 約 18.2 

⑩ 西岸公民館 約 3.8 約 2.5 

⑪ 笠師保公民館 約 7.4 約 1.3 

⑫ 豊川公民館 約 6.4 約 1.5 

⑬ 釶打公民館 約 1.8 約 5.3 

⑭ 西谷内営農センター 約 1.4 約 6.7 

⑮ 河内多目的研修センター 約 0.8 約 11.5 

⑯ 地原地区集会所 約 2.3 約 4.2 

⑰ 上本郷地区集会所 約 2.8 約 3.4 

⑱ 輪島市本郷公民館 約 3.8 約 2.5 

⑲ 下本郷地区集会所 約 4.3 約 2.3 

注：風力発電機が眺望点から水平の位置に見えると仮定し、垂直視野角を計算した。 
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表 4.3-34(2) 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ 

番号 主要な眺望点 

主要な眺望点から 

事業実施想定区域の 

最寄り地点までの距離 

(km） 

最寄りの風力発電機の 

見えの大きさ 

(垂直視野角) 

(度) 

⑳ 上中集会所 約 0.7 約 13.5 

㉑ 下唐川公民館 約 0.7 約 12.9 

㉒ 小又地区コミュニティセンター 約 2.9 約 3.3 

㉓ 藤巻集会所 約 9.3 約 1.0 

㉔ 瑞鳳集会所 約 8.0 約 1.2 

㉕ 岩車集会所 約 8.1 約 1.2 

㉖ 中居地区活性化施設 約 7.0 約 1.4 

㉗ 穴水町役場 約 4.2 約 2.3 

㉘ 穴水町さわやか交流館「プルート」 約 3.6 約 2.7 

㉙ 来迎寺地区集会所 約 2.7 約 3.5 

㉚ 宇留地集会所 約 1.3 約 7.3 

㉛ 河内地区コミュニティセンター 約 0.7 約 13.4 

㉜ 志ヶ浦コミュニティセンター 約 4.7 約 2.1 

㉝ 新崎地区集会所 約 6.2 約 1.6 

㉞ 稗造研修センター 約 2.2 約 4.4 

㉟ 志賀町立稗造公民館 約 5.8 約 1.7 

㊱ 志賀町立東増穂公民館 約 9.3 約 1.0 

㊲ 富来活性化センター 約 9.2 約 1.1 

注：風力発電機が眺望点から水平の位置に見えると仮定し、垂直視野角を計算した。 
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参考として、見えの大きさ（垂直視野角）について、「自然との触れ合い分野の環境影響評

価技術（Ⅱ）調査・予測の進め方について～資料編～」（環境省自然との触れ合い分野の環境

影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年）における知見は表 4.3-35 及び図 4.3-15 のとお

りである。 

 

表 4.3-35 見えの大きさ（垂直視野角）について（参考） 

 

人間の視力で対象をはっきりと識別できる見込角の大きさ（熟視角）は、研究例によって解釈が異なる

が、一般的には 1～2 度が用いられている。 

垂直見込角※の大きさに応じた送電鉄塔の見え方を下表に例示するが、これによれば、鉄塔の見込角が

2 度以下であれば視覚的な変化の程度は小さいといえる。 

 

表垂直視角※と送電鉄塔の見え方（参考） 

垂直視角 鉄塔の場合の見え方 

0.5 度 輪郭がやっとわかる。季節と時間（夏の午後）の条件は悪く、ガスのせいもある。 

1 度 十分見えるけれど、景観的にはほとんど気にならない。ガスがかかって見えにくい。 

1.5～2 度 

シルエットになっている場合には良く見え、場合によっては景観的に気になり出す。

シルエットにならず、さらに環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気になら

ない。光線の加減によっては見えないこともある。 

3 度 比較的細部まで見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない。 

5～6 度 
やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある（構図を乱す）。架線も良く見えるよ

うになる。圧迫感はあまり受けない（上限か）。 

10～12 度 
眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方向の

景観要素としては際立った存在になり周囲の景観とは調和しえない。 

20 度 見上げるような仰角になり、圧迫感も強くなる。 

〔「景観対策ガイドライン（案）」（UHV 送電特別委員会環境部会立地分科会、昭和 56 年）より作成〕 
 

「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術（Ⅱ）調査・予測の進め方について～資料編～」 

（環境省自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年）  より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術（Ⅱ）調査・予測の進め方について～資料編～」 

（環境省自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年）  より作成 

図 4.3-15 見えの大きさ（垂直視野角）について（参考）  

 
※
参考として掲載している文献等において使用されている「垂直視角」及び「垂直見込角」の用語は、本図書において使用してい

る「垂直視野角」の用語と同意義である。 
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3. 評 価 

評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されている

かを評価した。 

 

評価結果 

①  主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無 

主要な眺望点及び景観資源について、いずれも事業実施想定区域に含まれず直接的な改変

は生じないことから、重大な影響はないと評価する。 

 

②  主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望点から景観資源の眺めへの風力発電機の介在の可能性について、抽出したすべ

ての景観資源への風力発電機の介在の可能性がある。景観資源の視認性や介在の程度につい

ては、今後の現地調査により補足する。 

主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性について、すべての主要な眺望点から風力発

電機が視認される可能性がある。 

主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさについて、「垂直視角と送電鉄塔の見え方

（参考）」（表 4.3-35）によると、最も近傍に位置する「⑨中島別所集会場」からの風力発電

機の見えの大きさは、配置によっては「眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようにな

る。平坦なところでは垂直方向の景観要素としては際立った存在になり周囲の景観とは調和

しえない。」もしくは「見上げるような仰角になり、圧迫感も強くなる。」程度となる可能性

がある。展望施設の有無を踏まえた標高差や、樹木・建造物等による遮蔽状況を加味した視

認程度については、今後の現地調査により補足する。 

上記を踏まえ、方法書以降の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す事項

に留意することにより重大な影響の回避又は低減を図る。 

・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、眺望点の利用状況を踏まえて、風力発電機の

配置を検討する。 

・主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成予想図を合成する方法（フォトモンタージ

ュ法）によって、主要な眺望景観への影響について予測し、必要に応じて風力発電機の

配置の再検討等の環境保全措置を検討する。 

・風力発電機の塗装色を自然になじみやすい色（環境融和塗色）で検討する。バードスト

ライク対策が必要な場合には、当該地域においてより環境保全効果の高い塗色とともに、

視点を考慮した塗装・貼付の位置などを検討する。 

・関係機関からの聞き取りや、石川県及び自治体の景観計画等を踏まえ、必要に応じ眺望

点の追加等を検討する。 

・事業実施想定区域周辺を通る「のと里山海道」の沿道景観の保全や運転中の圧迫感等に

配慮し、関係機関との協議を踏まえ、配置を検討する。 

・「いしかわ景観総合計画」における「景観形成重要エリア」に指定された範囲を避けて風

力発電機を配置する。 
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4.4 総合的な評価 

重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果は、表 4.4-1 のとおりである。 

騒音及び超低周波音、風車の影、動物、植物、生態系及び景観については、今後の環境影響評

価における現地調査を踏まえて環境保全措置を検討することにより、重大な環境影響が実行可能

な範囲内で回避又は低減されていると評価する。 

今後、方法書以降の手続き等において、より詳細な調査を実施し、風力発電機の配置等及び環

境保全措置を検討することにより、環境への影響を回避又は低減できるよう留意するものとする。 

 

表 4.4-1(1) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項 

騒音及び 

超低周波音 

事業実施想定区域から、配慮が特に必要な施

設等までの最短距離は、住宅等が約 0.5km であ

り、住宅等以外が約 1.8km である。 

また、事業実施想定区域から 2.0km の範囲に

おける配慮が特に必要な施設等の合計は 497 戸

であり、このうち住宅等が 495 戸であり、住宅

等以外が 2 戸である。事業実施想定区域の設定

において、配慮が特に必要な施設等から 500m の

範囲に風力発電機を設置しないこととしたが、

配慮が特に必要な施設等は事業実施想定区域の

周囲に広く分布していることから、重大な影響

を受ける可能性があると評価する。 

上記の状況を踏まえ、方法書以降の環境影響

評価手続き及び詳細設計において、右に示す事

項に留意し、環境影響の回避又は低減を図る。 

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して、

風力発電機の配置及び機種を選定し、必要に応じ

て基数を減らすことを検討する。 

・地域の音環境を把握し、風力発電機の選定状況に

応じたパワーレベルを設定したうえで予測計算を

行うとともに、環境影響の程度を把握し、必要に

応じて環境保全措置を検討する。予測計算に際し

ては、地形による回折効果、空気吸収の減衰及び

地表面の影響による減衰を考慮する。  

風車の影 

事業実施想定区域から、配慮が特に必要な施

設等までの最短距離は、住宅等が約 0.5km であ

り、住宅等以外が約 1.8km である。 

また、事業実施想定区域から 2.0km の範囲に

おける配慮が特に必要な施設等の合計は 497 戸

である。このうち住宅等が 495 戸であり、住宅

等以外が 2 戸である。事業実施想定区域の設定

において、配慮が特に必要な施設等から 500m の

範囲に風力発電機を設置しないこととしたが、

配慮が特に必要な施設等は事業実施想定区域の

周囲に広く分布していることから、重大な影響

を受ける可能性があると評価する。 

上記の状況を踏まえ、方法書以降の環境影響

評価手続き及び詳細設計において、右に示す事

項に留意し、環境影響の回避又は低減を図る。  

・配慮が特に必要な施設等からの距離に留意して、

風力発電機の配置及び機種を選定し、必要に応じ

て基数を減らすことを検討する。 

・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレーシ

ョンにより把握し、必要に応じて環境保全措置を

検討する。 
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表 4.4-1(2) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項 

動 物 

河川、湖沼及び海岸等の水域環境を主な生息

環境とする重要な種については、事業実施想定

区域内に主な生息環境が存在するが、河川、湖沼

及び海岸等の水域環境は直接改変を行わないこ

とから、直接改変による生息環境の変化はない

と評価する。 

一方、樹林、乾性草地、湿性草地等を主な生息

環境とする動物の重要な種及び動物の注目すべ

き生息地においては、その一部が直接改変され

る可能性があることから、生息環境の変化に伴

う影響が生じる可能性がある。 

また、コウモリ類や鳥類については、事業実施

想定区域上空を利用する可能性があることか

ら、施設の稼働に伴うバットストライク及びバ

ードストライクの発生する可能性や、施設の存

在により移動が制限される可能性があると評価

する。 

なお、事業実施想定区域は、センシティビティ

マップの「注意喚起レベル A3（重要種のチュウ

ヒの分布情報）」のメッシュに含まれ、「生物多様

性の保全の鍵になる重要な地域(KBA)」には「（選

定基準：危険性）能登半島」として全域が含まれ

ていることから、施設の配置（風力発電機等）な

どの事業計画によっては、動物の注目すべき生

息地の一部が改変されることにより、事業実施

による影響が生じる可能性がある。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手

続き及び詳細設計において、右に示す事項に留

意することにより、重大な影響の回避又は低減

を図る。 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、重要

な種に対する影響の程度を適切に予測する。 

・特に猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改

訂版）」（環境省、平成 24 年）、「サシバの保護

の進め方」（環境省、平成 25 年）等に準拠して生

息状況の調査を実施する。 

・猛禽類及び小鳥類等の渡りの移動ルートに留意

し、移動状況を把握するとともに、飛翔高度にも

留意した調査を実施する。 

・コウモリ類については、捕獲調査によりコウモリ

相を把握するとともに、飛翔高度にも留意した調

査を実施する。 

・施設の整備時には主に既存道路を利用し、新設道

路を整備する場合には、拡幅面積を縮小するとい

った環境保全措置を講じる。 

・施設の稼働による影響として、猛禽類等の鳥類、

渡り鳥及びコウモリ類が事業実施想定区域上空を

利用することに対しての影響が想定されるもの

の、風力発電機設置位置等の情報が必要となるた

め、事業計画の熟度が高まる方法書以降の手続き

において、適切に調査、予測及び評価を実施する。 

・土地の改変及び風力発電機の設置による濁水等の

流入が生じないよう、沈砂池等の濁水防止設備の

設置すること、設置した沈砂池を残すことにより、

濁水の流出を防止するといった環境保全措置を講

じる。 

植 物 

河川、湖沼及び海岸等の水辺環境を主な生育

環境とする植物の重要な種については、事業実

施想定区域内であっても直接改変を行わないこ

とから、生育環境の変化に伴う影響が生じる可

能性はないものと評価する。 

また、巨樹・巨木林・天然記念物については、

事業実施想定区域内に存在しないことから、直

接改変による生育環境の変化に伴う影響が生じ

る可能性はないと評価する。 

一方、樹林、乾性草地、湿性草地等の環境を主

な生育環境とする植物の重要な種及び植物の重

要な群落については、その一部が改変される可

能性があることから、生育環境の変化に伴う影

響が生じる可能性がある。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手

続き及び詳細設計において、右に示す事項に留

意することにより、重大な影響の回避又は低減

を図る。 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査等

により把握するとともに、重要な種及び重要な群

落への影響の程度を適切に予測したうえで、必要

に応じて風力発電機の配置及び環境保全措置を検

討する。 

・施設の整備時には主に既存道路を利用し、新設道

路を整備する場合には、拡幅面積を縮小するとい

った環境保全措置を講じる。 

・土地の改変及び風力発電機の設置による濁水等の

流入が生じないよう、沈砂池等の濁水防止設備の

設置すること、設置した沈砂池を残すことにより、

濁水の流出を防止するといった環境保全措置を講

じる。 
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表 4.4-1(3) 重大な環境影響が考えられる項目についての評価の結果 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続き等において留意する事項 

生態系 

植生自然度 10 に相当する自然植生、自然公園、巨

樹・巨木林及び鳥獣保護区については、事業実施想定

区域外であるため、影響がないものと評価する。 

一方で、植生自然度 9 に相当する自然植生、保安

林、環境アセスメントデータベースのセンシティビ

ティマップ（注意喚起レベル A3）、生物多様性の保全

の鍵になる重要な地域(KBA)が事業実施想定区域の

一部に含まれていることから、施設の配置等の事業

計画によっては、一部が改変されることにより、事業

実施による影響が生じる可能性がある。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手続き

及び詳細設計において、右に示す事項に留意するこ

とにより、重大な影響の回避又は低減を図る。 

・自然植生について、現地調査等により植生の状

況を把握する。 

・自然植生や保安林といった自然環境のまとま

りの場を保全し、工事の際、これらのエリアへ

の改変は極力回避することにより、重大な影

響を回避、低減するよう検討する。なお、保安

林内への設置が避けられない場合、石川県農

林水産部森林管理課と協議を行うものとす

る。 

・施設の整備時には主に既存道路を利用し、新設

道路を整備する場合には、拡幅面積を縮小す

るといった環境保全措置を講じる。 

・現地調査等により生態系注目種及び注目すべ

き生息・生育の場への影響の程度を適切に予

測し、必要に応じて環境保全措置を講じる。 

景 観 

①主要な眺望点及び景観資源の直接改変の有無 

主要な眺望点及び景観資源について、いずれも事

業実施想定区域に含まれず直接的な改変は生じない

ことから、重大な影響はないと評価する。 

 

②主要な眺望景観の変化の程度 

主要な眺望点から景観資源の眺めへの風力発電機

の介在の可能性について、抽出したすべての景観資

源への風力発電機の介在の可能性がある。景観資源

の視認性や介在の程度については、今後の現地調査

により補足する。 

主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性につ

いて、すべての主要な眺望点から風力発電機が視認

される可能性がある。 

主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさに

ついて、「垂直視角と送電鉄塔の見え方（参考）」（表

4.3-35）によると、最も近傍に位置する「⑨中島別所

集会場」からの風力発電機の見えの大きさは、配置に

よっては「眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受ける

ようになる。平坦なところでは垂直方向の景観要素

としては際立った存在になり周囲の景観とは調和し

えない。」もしくは「見上げるような仰角になり、圧

迫感も強くなる。」程度となる可能性がある。展望施

設の有無を踏まえた標高差や、樹木・建造物等による

遮蔽状況を加味した視認程度については、今後の現

地調査により補足する。 

上記を踏まえ、方法書以降の環境影響評価手続き

及び詳細設計において、右に示す事項に留意するこ

とにより重大な影響の回避又は低減を図る。 

・主要な眺望点の主眺望方向や主眺望対象、眺望

点の利用状況を踏まえて、風力発電機の配置を

検討する。 

・主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成

予想図を合成する方法（フォトモンタージュ

法）によって、主要な眺望景観への影響につい

て予測し、必要に応じて風力発電機の配置の再

検討等の環境保全措置を検討する。 

・風力発電機の塗装色を自然になじみやすい色

（環境融和塗色）で検討する。バードストライ

ク対策が必要な場合には、当該地域においてよ

り環境保全効果の高い塗色とともに、視点を考

慮した塗装・貼付の位置などを検討する。 

・関係機関からの聞き取りや、石川県及び自治体

の景観計画等を踏まえ、必要に応じ眺望点の追

加等を検討する。 

・事業実施想定区域周辺を通る「のと里山海道」

の沿道景観の保全や運転中の圧迫感等に配慮

し、関係機関との協議を踏まえ、配置を検討す

る。 

・「いしかわ景観総合計画」における「景観形成

重要エリア」に指定された範囲を避けて風力発

電機を配置する。 
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